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は じ め に 

少子高齢化、核家族化、未婚化・晩婚化、これらを背景とした単身世帯や単身高齢

者の増加といった社会環境の変化に加え、地域社会を支える地縁・血縁といった人

と人との関係性や「つながり」の希薄化に伴い、「孤独や孤立」の状態から生きづらさ

を抱える方が増えています。  

また、いくつかの悩みや課題を複雑に抱え、既存制度の枠組みでの対応が難しい

方が、制度の狭間に陥ることで、必要な支援が行き届かず、地域の中で暮らし続けて

いくことが困難な状況にあります。 

県では、令和２（2020）年に第一期となる「三重県地域福祉支援計画」を策定し、

地域住民が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがいをともに創っていく「地域共生

社会」の実現をめざし、さまざまな施策を推進してきました。この間、県内市町におい

て、相談者の属性や世代、相談内容等に関わらず、包括的に相談を受け止める多機

関の協働による相談支援体制が広がりを見せました。また、国においては、ヤングケ

アラーの支援の強化を図るための法改正、困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律の施行など、新たに顕在化した課題への対策が講じられています。 

こうした中、これまでの取組を検証し、地域福祉を取り巻く状況をふまえ、計画期

間を令和 7（2025）年度から令和 11（2029）年度までとする「第二期三重県地域

福祉支援計画」を策定しました。 

本計画では、「みんな広く包み込む地域社会 三重」を掲げ「地域共生社会」の実現

をめざす第一期計画の基本理念を継承し、４つの基本原則として「自己決定の尊重と

意思決定の支援」、「本人に寄り添った支援」、「地域づくりに向けた取組の推進」、「持

続可能な開発目標（SDGs）の達成」をすべての取組の基礎におき、県内の市町にお

ける包括的な支援体制がより一層充実し、生活上の課題全般に応じた支援を着実に

推進できるよう、さまざまな取組を盛り込みました。 

今後、本計画にもとづき、市町、社会福祉協議会など福祉関係機関のみならず、県

民の皆さんや民生委員・児童委員、ボランティア、NPO 等の皆さんとともに、誰一人

取り残されない、住民一人ひとりが生きがいをもって暮らしていける「地域共生社会」

の実現をめざして取り組んでまいりたいと思いますので、皆さんのご理解とご協力

をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見・ご提言をいただいた三重県地域福

祉推進会議ならびに市町、関係者、県民の皆さん、また巻末事例集の策定にご協力

をいただきました関係者の皆さんに心から御礼申し上げます。 

令和７（２０２５）年３月 

三重県知事  一 見 勝 之 
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第１章 計画策定の基本的な考え方                         

  

１ 経緯                                                  

 

三重県では、社会福祉法に規定する県地域福祉支援計画として、令和２（2020）

年３月に、「みんな広く包み込む地域社会 三重」を基本理念に地域共生社会の実現

をめざし、市町の地域福祉の推進を支援するため、「三重県地域福祉支援計画」を策

定しました。 

第一期計画期間（令和 2（2020）年度～令和 6（2024）年度）において、多機関

の協働による包括的な相談支援体制を整備した市町は 14 市町となり、地域住民の

複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、相談者の属性や世代、相談内容等に

関わらず包括的に相談を受け止め支援する体制が県内に広がりをみせました。 

本計画は、令和７（2025）年３月末に計画期間が満了するため、これまでの取組

等を検証し、地域福祉を取り巻く現状と課題、環境変化をふまえ次期計画を策定しま

す。  

 

２ 計画の位置づけと他計画との関係                              

 

地域福祉支援計画は、各市町における地域福祉の推進を支援していくための計画

であり、県が、広域自治体としての観点から、市町における包括的な支援体制の整備

に対する支援など、各市町の規模や地域特性、取組状況に応じて、支援していくこと

を内容とするものです。  

また、地域福祉支援計画は、各福祉分野の上位計画として、各福祉分野に関して共

通して取り組むべき事項を定めるものとされています。  

そして、これまでの福祉制度の枠組では対応できない生活課題への対応や、いわ

ゆる「８０５０問題」やダブルケアなど、複雑化・複合化した課題などに対応できるセー

フティネットを築き上げていくことが必要です。  

そのためには、福祉分野の計画だけでなく、さまざまな生活課題に関係する各分

野の計画との連携を図り、これらの計画ともあいまって、一体的に地域福祉を推進し

ていけるよう、各計画に基づく施策が相互に連携しながら、総合的な取組を機能さ

せるためのものとして、この地域福祉支援計画を位置づけ、横断的に施策を推進し

ていきます。  

さらに、県域での地域福祉を推進していくにあたっては、民間福祉活動の中核を

担う三重県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）と共に進めていくことが不可欠

です。このため、県社協が策定する「地域福祉活動支援計画・強化発展計画」と連携・

整合を図っていきます。 
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３ 計画期間                                               

 

計画期間は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間としま

す。 ただし、今後、関係法令の改正など地域福祉を取り巻く状況に大きな変化が生

じた場合には、必要に応じて、計画の改定を検討することとします。 

・地域医療計画 

・健康づくり基本

計画 

・自殺対策行動計

画 

・再犯防止推進計

画 

・ユニバサルデザイ

ンの 

まちづくり推進計画 

・住生活基本計画 

・人権行動プラン 

など 

 地 域 共 生 社 会 の 実 現 

支援 

地  域  福  祉  支  援  計  画 
（ セ ー フ テ ィ ネ ッ ト ） 

（ 県域での地域福祉の一層の推進 ） 

地

域

福

祉

活

動

支

援

計

画

・

強
化
発
展
計
画
（県
社
会
福
祉
協
議
会
） 

市 町 地 域 福 祉 計 画 

市 町 地 域 福 祉 活 動 計 画 （ 市 町 社 会 福 祉 協 議 会 ） 

包 括 的 支 援 体 制 

（「制度の狭間」・複合課題・地域生活課題などへの対応） 

共 通 事 項 ・ 連 携 

支 援 
（推進体制・人材育成・連携･ﾈｯﾄﾜｰｸ） 

連携 

・あ
り
の
ま
ま
で
み
え
っ
こ
プ
ラ
ン 

・子
ど
も
の
貧
困
の
解
消
に
向
け
た
対
策 

及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
支
援
計
画 

・子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
支
援
計
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み
え
障
が
い
者 

共
生
社
会
づ
く
り
プ
ラ
ン 

み
え
高
齢
者
元
気
・ 

か
が
や
き
プ
ラ
ン 

・ひきこもり支援推進計画 

・ＤＶ防止及び被害者保護並びに困

難な問題を抱える女性への支援の

ための基本計画 

・健康づくり基本計画 

・健やか親子いきいきプランみえ 

・自殺対策行動計画 

・再犯防止推進計画 

・ユニバーサルデザイン 

のまちづくり推進計画 

・人権が尊重される三重を 

つくる行動プラン など 
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第２章 地域福祉を取り巻く状況                          

１ 人口・世帯の状況                                         

 

（１）人口  

三重県の人口は、平成 19（2007）年の約 187 万 3 千人をピークに、それ以降

減少しており、令和２（2020）年 10 月１日現在の人口は、約 177 万人となってい

ます。 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５

（2023）年推計）」によると、2050 年には約 134 万７千人になると推計されてい

ます。  

また、令和 32（2050）年には 65 歳以上人口は、約 53 万 3 千人で、全人口に

占める 65 歳以上人口の割合（高齢化率）は約４割になると見込まれています。 

 

図表１ 年齢階層別人口および高齢化率の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）」 
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（２）世帯 

①一般世帯 

 三重県における令和２（2020）年 10 月１日現在の一般世帯数※は 74 万 1,183

世帯となっています。 

 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計（都道府県別集計）」

（令和６（2024）年推計）によると、令和 32（2050）年には、一般世帯数は 66 万

1,991 世帯まで減少すると推計されています。 

 

※一般世帯とは、次のものをいいます。 

①住居と生計を共にしている人の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者。 

ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇

主の世帯に含めています。 

②上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿

している単身者。 

③会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者。 

 

図表２ 一般世帯数の推移 
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②高齢者の世帯 

三重県における令和２（2020）年 10 月１日現在の「世帯主が 65 歳以上の世帯」

数は、2９万 8,４39 世帯で、一般世帯数に占める割合は 40.3%となっています。 

 また、「高齢者の単身世帯」数は、9 万 6,724 世帯で、「世帯主が 65 歳以上の世

帯」に占める割合は、32.4%となっています。令和 32（2050）年には、「高齢者の

単身世帯」数は 13 万 4,981 世帯に増加すると推計されています。 

 

図表３-１ 世帯主 65 歳以上の世帯の家族類型別世帯数の推移 

 

 

図表３-２ 高齢者世帯の状況 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府県別集計）」（令和６（2024）年推計）（図表２・３） 
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２ 支援を必要とする人等の状況                                 

 

（１）高齢者 

①要介護者等 

三重県の令和５（2023）年９月末の要介護（要支援）認定者数は、10 万 3,391

人となっており、内訳は、要支援者が 2 万 7,865 人、要介護者が 7 万 5,526 人

です。  

「みえ高齢者元気・かがやきプラン」の第９期計画中（令和６（2024）年度から令和

８（2026） 年度まで）に要介護（要支援）認定者数は、5,433 人、要支援者は

1,006 人、要介護者は 4,427 人増加する見込みです。 

また、令和 12(2030)年度には要介護（要支援）認定者数は、1 万 698 人、要支

援者は 2,558 人、要介護者は 8,140 人増加し、令和 22（2040）年度には要介護

（要支援）認定者数は1万2,851人、要支援者は1,675人、要介護者は1万1,176

人増加する見込みです。  

 

図表４ 要支援者数および要介護者数の推移 

出典：「みえ高齢者元気・かがやきプラン」（第９期三重県介護保険事業支援計画および第 10 次三重県高齢者福祉計画） 
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531,465 531,649 530,811 529,634 528,293 531,351

590,921 587,432 583,867 580,022 552,598 455,827

103,391 106,547 107,874 108,824 114,089 116,242

要支援 1 14,646 14,847 14,991 15,039 15,875 15,312

要支援 2 13,219 13,574 13,746 13,832 14,548 14,228

小計 27,865 28,421 28,737 28,871 30,423 29,540

要介護 1 23,305 23,945 24,279 24,506 25,790 26,338

要介護 2 16,174 16,840 17,033 17,207 17,948 18,305

要介護 3 13,591 13,989 14,147 14,296 14,963 15,664

要介護 4 13,773 14,278 14,497 14,686 15,372 16,509

要介護 5 8,683 9,074 9,181 9,258 9,593 9,886

小計 75,526 78,126 79,137 79,953 83,666 86,702

要介護者
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②認知症高齢者 

三重県における認知症高齢者数は令和２（2020）年に約９万人と推計されていま

すが、今後も高齢化に伴い増加し続け、令和７（2025）年には約 10 万人、令和

22(2040)年には約 12 万人になると見込まれています。 

 

図表５ 認知症高齢者数の推計 

出典：「みえ高齢者元気・かがやきプラン」（第９期三重県介護保険事業支援計画および第 10 次三重県高齢者福祉計画） 

 

③高齢者虐待の状況 

令和６（2024）年 12 月に厚生労働省が発表した「令和５年度高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結

果（高齢者虐待対応状況調査）」によると、全国では、高齢者虐待の相談・通報件数、

虐待判断件数とも前年度より増加し、養介護施設従事者等によるものはいずれも過

去最多となりました。   

高齢者虐待には養介護施設従事者等によるものと養護者によるものがあり、三重

県の令和５（2023）年度の高齢者虐待の状況は、相談・通報件数は、養介護施設従

事者等によるものは前年度より増加していますが、養護者によるものは減少してい

ます。また、虐待と判断された件数についても、養介護施設従事者等によるものは前

年度より増加していますが、養護者によるものは減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年 平成27年 令和２年 令和７年 令和12年 令和22年
(2012年) (2015年) (2020年) (2025年) (2030年) (2040年)

517万人 602万人 675万人 744万人 802万人

15.7% 17.2% 19.0% 20.8% 21.4%

525万人 631万人 730万人 830万人 953万人

16.0% 18.0% 20.6% 23.2% 25.4%

認知症有病率が
一定の場合

7.9万人 9.0万人 10.1万人 11.1万人 11.9万人

認知症有病率が
上昇する場合

8.0万人 9.4万人 11.0万人 12.4万人 14.1万人 

※三重県数値は、将来推計人口（65歳以上）に上記有病率を乗じた数値 

462万人

15.0%

6.9万人

認知症有病率が
一定の場合

認知症有病率が
上昇する場合

全国

三重県

※「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別
研究事業 九州大学二宮利治教授）速報値により算出
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図表６ 高齢者虐待の推移（養介護施設従事者等によるもの） 

 

 

図表７ 高齢者虐待の推移（養護者によるもの） 

 

出典：厚生労働省「令和５年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に 

関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」（図表６・７） 
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（２）障がい者 

①障がい者数の推移 

三重県の令和５（2023）年 4 月 1 日現在の身体障害者手帳所持者数は、６万

7,454 人、療育手帳所持者数は 1 万 6,662 人、令和５（2023）年３月末現在の精

神障害者保健福祉手帳所持者数は 1 万 7,766 人となっています。  

身体障害者手帳所持者数は近年減少傾向で推移していますが、療育手帳所持者数

と精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向で推移しています。 

また、国立社会保障・人口問題研究所が、令和２(2020)年の国勢調査結果に基づ

いて行った推計によると、三重県の総人口は令和２(2020)年の約 177 万人から、

令和１2（2030）年には約 164 万人まで減少するとされています。 この前提をも

とに三重県の障がい者数の将来推計を行ったところ、身体障害者手帳所持者数は緩

やかに減少していくものと見込まれます。一方、療育手帳所持者数、精神障害者保健

福祉手帳所持者数は、人口あたりの割合が上昇傾向にあることから、総人口が減少

しても手帳所持者数は増加していくものと見込まれます。 

 

図表８ 障がい者数の将来推計 
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図表９ 人口千人あたりの障がい者数の推移 

 

出典：「みえ障がい者共生社会づくりプラン－2024 年度～2026 年度－」（図表８・９） 
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②医療的ケア児・者 

医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、ＮＩＣＵ等に長期入院した後、引き続

き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的

に必要な児童のことをいいます。 

県では、医療的ケア児の実数を把握するため、三重大学医学部附属病院小児・

AYA がんトータルケアセンターと協働し、全国に先駆けて平成 28(2016)年度から

調査を行っています。その結果、在宅で生活を送る 20 歳未満の医療的ケア児数は、

214 人(平成 28(2016)年度)から 309 人(令和４(2022)年度)と年々増加傾向

にあり、そのうち人工呼吸器を使用する医療的ケア児数は、40 人(平成 28(2016)

年度)から 88 人(令和４(2022)年度)と約 2.2 倍に増加しています。 

 

図表 10 在宅で生活を送る 20 歳未満の医療的ケア児数 

(単位：人) 

出典：三重大学医学部附属病院小児・AYA がんトータルケアセンターおよび三重県調べ 
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③障がい者虐待の状況 

令和６（2024）年 12 月に厚生労働省が発表した「令和５年度都道府県・市区町村

における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」によると、全国では、障がい者

虐待の相談・通報件数、虐待判断件数とも前年度より増加しました。 

三重県の令和５（2023）年度の状況について、養護者によるものは、相談・通報件

数、虐待判断件数とも前年度より減少しました。一方、障害者福祉施設従事者等によ

るものは、相談・通報件数、虐待判断件数とも前年度より増加しました。 

 

図表 11 障がい者虐待の推移（養護者によるもの） 

 

図表 12 障がい者虐待の推移（障害者福祉施設従事者等によるもの） 

 

出典：厚生労働省「令和５年度都道府県・市区町村における 

障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）」（図表 11・12） 
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（３）子ども 

①ひとり親家庭の状況 

三重県の令和２（2020）年ひとり親家庭（他の世帯員を含まない）世帯数は、平成

27 （2015）年と比較して、母子世帯と父子世帯ともに減少しており、母子世帯は

8,510 世帯、父子世帯は 1,138 世帯となっています。 

平成 27（2015）年の国勢調査によると、20 歳未満の世帯員のいる世帯は 16

万 7,446 世帯となっており、母子世帯の割合は 5.1%、父子世帯の割合は 0.7%

であり、ひとり親世帯全体で 5.8%となっています。 

 

図表 13 ひとり親家庭世帯数 

 

出典：総務省「国勢調査」 
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②子どもの貧困の状況 

子どもの貧困率（全国）は、令和３（2021）年に 11.5%となっており、平成 30

（2018）年に比べて 2.5 ポイント低下しています。 

また、子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯）のうち、大

人が 1 人の世帯の貧困率は、40%を超えています。 

 

図表 14 貧困率の推移（全国） 

 

 

図表 15 子どもがいる現役世帯の貧困率の状況 

 

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」（図表 14・15） 
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※新基準：平成27（2015）年に改定されたOECDの所得定義の新たな基準で、従来の可処分所得からさらに「自動車税・軽自動車

税・自動車重量税」、「企業年金の掛金」及び「仕送り額」を差し引いて算出

単位：％

旧基準 新基準

子どもがいる現役世帯 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 13.1 10.6

大人が一人 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 48.3 44.5

大人が二人以上 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 11.2 8.6

H21 H24 H27
H30

R3H9 H12 H15 H18
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③児童虐待の状況 

こども家庭庁の福祉行政報告例によると、令和４（2022）年度における全国の児

童相談所での児童虐待相談対応件数は 21 万 4,843 件と年々増加しています。県

内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、令和４（2022）年度には、

2,408 件（前年度比 112.2%、261 件増）となり、過去最多件数を更新しました。 

なお、相談種別では、心理的虐待が最も多くなっており、令和４（2022）年度には

1,171 件となっています。 

 

図表 16 児童虐待相談対応件数 

 

図表 17 相談種別別件数 

 

 （出典）厚生労働省「福祉行政報告例」（図表 16・17） 

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

全国 73,802 88,931 103,286 122,575 133,778 159,838 193,780 205,044 207,660 214,843

三重県 1,117 1,112 1,291 1,310 1,670 2,074 2,229 2,315 2,147 2,408
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（４）生活困窮者等 

①生活保護の状況 

三重県の保護率は、9.0‰前後で推移しており、令和 5（2023）年度の保護率は 

9.0‰となっています。 全国の保護率は 17‰前後で推移しており、三重県の保護

率は全国よりも低く推移しています。 

また、生活保護を受給している世帯を類別すると、令和 5（2023）年度では高齢

者世帯と障がい・傷病世帯で全体の 71.1%を占めています。 

図表 18 生活保護受給者（被保護者）の推移 

 

図表 19 世帯類型別の推移 

 

出典：厚生労働省「被保護者調査」（図表 18・19） 
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②生活困窮者の状況 

平成 27（2015）年 4 月 1 日に施行された生活困窮者自立支援法により、各福祉

事務所設置自治体において、各々の状況に応じた相談支援体制が構築され、生活困

窮者に対する自立支援が実施されてきました。 

三重県全体での新規相談受付件数は、令和５（2023）年度で 3,551 件となって

います。  

 

図表 20 生活困窮者自立支援制度における支援状況 

 

 

図表 21 県内の自立相談支援機関による支援状況 

  

出典：厚生労働省「生活困窮者自立支援制度支援状況調査の結果について」（図表 20・21） 
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新規受付相談件数 三重県 2,928 9,266 5,719 3,942 3,551

三重県 13.3 42.3 26.5 18.4 16.7

全国 16.2 51.4 36.6 23.4 -
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（５）自殺者 

①自殺者の推移 

全国の自殺者数は減少傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響

により、令和２（2020）年の自殺者数は２万２４３人と 11 年ぶりに増加しました。三

重県の令和５（2023）年の自殺者は 263 人と前年より 17 人減少しました。 

 

図表 22 自殺者数の推移 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 

②自殺死亡率 

全国の自殺死亡率（人口10万人あたり）は平成22（2010）年頃から減少し始め、

平成 26（2014）年以降は 20.0 以下で推移しています。 三重県の自殺死亡率はお

おむね全国と同様の傾向で推移しており、令和５（2023）年は 15.8 となっています。 

 

図表 23 自殺死亡率（人口 10 万人あたり） 

 

出典：厚生労働省「人口動態統計」 
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③動機・原因別の状況 

三重県における自殺の原因・動機別件数は、令和５（2023）年には「健康問題」が

最も多く、次いで「経済・生活問題」、「家庭問題」となっています。  

 

図表 24 原因・動機別の状況 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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（６）ＤＶ 

ＤＶ相談件数は、令和２（2020）年度に急増しており、その後は再び減少傾向にあ

りますが、依然として高い相談件数を維持しています。新型コロナウイルス感染症の

影響が令和２（2020）年度における相談件数の急増に大きく影響した可能性が高

く、社会的な拘束や不安感が増したことで、ＤＶの被害者が支援を求める動機が強ま

ったと考えられます。 

また、相談件数は少数ですが、男性のＤＶ被害相談者も一定数存在します。 

 

図表 25 女性相談支援センターおよび各県福祉事務所での相談件数 

  

 

図表 26 配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数            

  

※男性からの相談件数は次のとおり（図表 26 の内数）                          （単位：件） 

 

出典：三重県子ども・福祉部作成（図表 25・26） 
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（７）ヤングケアラー 

県内の要保護児童対策地域協議会を対象に実施した「ヤングケアラーへの対応に

関するアンケート」によると、令和３（２０２１）年度のケース登録件数の合計は 5,586

件で、そのうち「ヤングケアラー」と思われる子どもの件数は 111 件（2.0%）でした。 

一方で、令和 4（２０２２）年に県内の中学生以上 22 歳以下のネットリサーチモニタ

ーを対象に実施した「子どもと若者の家族・家庭に関するアンケート」においては、家

族の中における世話（ケア）をする相手の有無は、「現在も過去にもいない」が 539

件（89.2％）で最も多く、「いる」は 46 件（7.6％）、「現在はいないが、過去にいた」

は 19 件（3.1％）となっています。 

 家庭内のことで問題が表に出にくいことから、実態の把握が難しく、ヤングケアラ

ーである子ども自身やその家族が問題を認識していないなど、潜在化しやすいこと

に留意する必要があります。 

 

 図表 27 ヤングケアラーと思われる子どもの割合 

 
 図表 28 世話（ケア）をする相手の有無 

 
出典：三重県ヤングケアラー実態調査報告書（図表 27・28） 
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（８）犯罪に至った者等 

三重県の刑法犯検挙者数は令和４（2022）年までは減少傾向にありましたが、令

和５（2023）年は上昇に転じて 2,116 人となっており、令和元（２０１９）年以降初め

て 2,000 人を超えています。 

一方、再犯者率は令和５（2023）年は 40.8%であり、平成 30（2018）年と比較

し、4.9 ポイント減少しており、全国との比較では総じて低い傾向にあります。 

 

図表 29 刑法犯検挙者に占める再犯者の割合 

 

出典：三重県警察本部から提供 
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三重県では、高齢または障がいにより、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所

者等の社会復帰を支援するために、「三重県地域生活定着支援センター」を設置し、

福祉サービスにつなげるための支援を保護観察所等と協働して進めています。  

 

図表 30 三重県地域生活定着支援センターの支援状況（コーディネート業務） 

 

 （図表 30 の内訳） 

  

出典：三重県子ども・福祉部作成 
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（９）外国人 

①外国人住民の状況 

三重県における外国人住民数は、平成 26（2014）年から令和元（2019）年まで

６年連続で増加し、令和２（2020）年からは２年続けて減少しましたが、令和４

（2022）年から再び増加に転じ、令和５（2023）年 12 月末には過去最多の 6 万

2,561 人となりました。 

国籍別では、ブラジルが 1 万 3,241 人と最も多く、全体の 21.2％を占め、以下

ベトナム、フィリピン、中国、韓国と続いており、上位５か国で全体の７割を占めてい

ます。近年ではベトナム、インドネシア、ネパール、スリランカ等のアジア圏の人の割合

が増加しています。 

 

図表 31 外国人住民数の推移 

 

出典：三重県「外国人住民国籍・地域別人口調査」 
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②外国人労働者の状況 

令和５（2023）年 10 月末現在の三重県の外国人労働者数は 3 万 3,753 人と

過去最多を更新しています。 

 

図表 32 外国人雇用事業所と外国人労働者数の推移 

 

出典：厚生労働省 三重労働局「『外国人雇用状況』の届け出状況」 
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（10）ひきこもり 

内閣府が令和４（2022）年 11 月に実施した「こども・若者の意識と生活に関する

調査」によると、「広義のひきこもり※」の出現率は、15歳以上39歳以下で2.05%、

40 歳以上 64 歳以下では 2.02%と報告されています。 

県の調査（月別人口調査を集計した年報（令和 5（2023）年 10 月 1 日現在））に

おける人口に、上記出現率を乗じて算出した三重県の「広義のひきこもり（推計値）」

は、約２万人となります。 

 

図表 33 三重県における「広義のひきこもり」推計値 

 

年齢層

   

三重県の人口 割合（出現率） 推計値 

15 歳以上 39 歳以下 399,517 人 2.05% 8,190 人 

40 歳以上 64 歳以下 570,432 人 2.02% 11,523 人 

   合計 19,713 人 

 ※「普段どれくらい外出しますか」という質問に対し、「普段は家にいるが、近所のコンビニな

どには出かける」、「自室からは出るが、家からは出ない」、「自室からほとんど出ない」（以上

「狭義のひきこもり」）、「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」

（準ひきこもり）と回答し、かつ、その状態となって６か月以上であると回答した者 

 

内閣府が、15 歳以上 39 歳以下を対象に実施した平成 28（2016）年度「若者

の生活に関する調査報告書」と、40 歳以上 64 歳以下を対象に実施した平成

30（2018）年度「生活状況に関する調査報告書」における「広義のひきこもり」の

出現率は、それぞれ 1.57%、1.45%となっています。 

   各調査において、質問項目が一部異なることから単純比較はできませんが、令

和４（2022）年度内閣府調査では、両年齢層で過去の調査より出現率が増加して

います。 
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（11）権利擁護 

①成年後見制度 

県内における成年後見制度の各事件類型における利用者数は、いずれも増加傾向

にあり、令和５（2023）年 12 月末時点における利用者数は、成年後見 2,351 人、

保佐 468 人、補助 165 人となっています。 

また、成年後見制度申立件数について、令和５（2023）年の申立件数（１月から

12 月までに申立てのあった件数）は、後見開始 333 件、保佐開始 69 件、補助開始

17 件となっています。 

 

図表 34 成年後見制度の利用者数の推移 

 

図表 35 申立件数の推移 

 

出典：津家庭裁判所から提供（図表 34・35） 

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

成年後見 2,301 2,348 2,353 2,360 2,351

保佐 381 402 430 456 468
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500人
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佐人及び被補助人のことをいいます。
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申立件数のうち、市町長による申立ての件数について、令和５（2023）年は 84

件となっています。 

 

図表 36 申立人と本人との関係別件数 

 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

 

②日常生活自立支援事業 

判断能力が不十分な高齢者や障がい者が地域で安心して暮らせるよう、県社協が

実施する福祉サービスの適切な利用や日常生活における金銭管理を支援する日常

生活自立支援事業の利用者は年々増加しており、令和５（2023）年 3 月末で

2,201 人となっています。 

 

図表 37 日常生活自立支援事業利用者数の推移 

 

出典：三重県子ども・福祉部作成 
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（１2）人権課題 

「三重県人権センター」では、さまざまな人権問題の相談に応じています。令和 5

（2023）年度には 603 件の相談がありました。 

 

図表 38 三重県人権センター相談受理件数 

 

出典：令和６（202４）年版「第四次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」年次報告 
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３ 地域福祉を支える人や地域資源等の状況                        

 

（１）民生委員・児童委員 

民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常

に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めてい

ます。  

民生委員・児童委員数は、令和５（2022）年 12 月１日現在、定数 4,252 人に対

して現員数 4,033 人となっています。 

 

図表 39 民生委員・児童委員の定数等 

 定数 現員数 充足率 平均年齢 

令和５年 12 月 1 日 
4,252 人 

（347 人） 

4,033 人 

（341 人） 

94.8% 

（98.3%） 

66.6 歳 

（62.3 歳） 

令和４年一斉改選 

（R4.12.1） 

4,252 人 

（347 人） 

3,979 人 

（334 人） 

93.6% 

（96.3%） 

66.7 歳 

（62.3 歳） 

令和元年一斉改選 

（R1.12.1） 

4,236 人 

（345 人） 

4,002 人 

（333 人） 

94.5% 

（96.5%） 

66.1 歳 

（60.5 歳） 

平成 28 年一斉改選 

（H28.12.1） 

4,197 人 

（343 人） 

4,034 人 

（337 人） 

96.1% 

（98.3%） 

65.2 歳 

（58.4 歳） 

平成 27 年 4 月条例制定 

（H27.4.1） 

4,135 人 

（333 人） 

4,065 人 

（331 人） 

98.3% 

（99.4%） 

― 

― 

平成 25 年一斉改選 

（H25.12.1） 

4,137 人 

（335 人） 

4,013 人 

（329 人） 

97.0% 

（98.2%） 

64.1 歳 

― 

※（  ）は主任児童委員の数で内数 

出典：三重県子ども・福祉部作成 
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（２）ボランティア・ＮＰＯ法人 

県社協では、「三重県ボランティアセンター」を設置し、ボランティア活動や市民活

動に関する相談や情報提供を行うとともに、ボランティアとして活動したい人の登録

や活動先の紹介を行っています。「三重県ボランティアセンター」に登録しているボラ

ンティア会員数は、令和５（20２３）年度末で 2,１０６ グループ、５ 万 ８,9７３ 人と

なっています。  

 

図表 40 ボランティア登録人数等の推移 

  

出典：三重県社会福祉協議会から提供 
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三重県におけるＮＰＯ法人数は、近年減少傾向にあり、令和６（2024）年３月 31

日現在の法人数は７４４法人となっています。 活動分野では、「保健・医療・福祉」が

最も多く、次いで、「まちづくり」、「子どもの健全育成」、「社会教育」となっています。 

 

図表 41  ＮＰＯ法人数 

 

 

図表 42  ＮＰＯ法人の活動分野 

 

出典：データでみる三重県のＮＰＯ法人（図表 40・41） 
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（３）老人クラブ活動 

老人クラブは、60 歳以上の会員で構成する、地域を基盤としたおおむね 30 人

以上の自主的な組織で、健康づくりや介護予防に資する活動のほか、近年では地域

貢献活動にも力を入れており、友愛やボランティア活動、世代間交流、環境美化リサ

イクル活動など、地域の担い手としての活躍が期待されているところです。 

一方で、老人クラブが抱える大きな課題に、高齢者が増え続けているにも関わら

ず、老人クラブの数や会員が減少あるいは伸び悩んでいることが挙げられます。令和

5（2023）年 4 月現在の県内老人クラブ数は、1,113 クラブ（前年度比 93.5％）

となっており、減少の一途をたどっています。また、会員の高齢化が進むことで若手

層の後継者が不足し、クラブ存続が難しくなってきています。  

 

図表 43 老人クラブ会員数等の推移 

 
出典：三重県医療保健部作成 
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（４）社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士 

社会福祉士をはじめ、福祉に関する専門職種は、高齢者支援、障がい児・者支援、

子ども・子育て支援、生活困窮者支援等の幅広い分野で活躍しています。また、社会

保障分野のみならず、教育や司法等の分野においてもその活躍が期待されていま

す。 

社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の数は年々増加しており、三重県におけ

る令和 6（2024）年 3 月末の登録者数は、社会福祉士 4,179 人、介護福祉士 2 

万 7,814 人、精神保健福祉士 1,264 人となっています。 

 

図表 44 社会福祉士等の登録者数 

 

出典：公益財団法人社会福祉振興・試験センター「各年度末の都道府県別登録者数」 
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（５）介護人材 

高齢化の進展により、令和 22（2040）年にかけて、要介護認定率が高くなる 85

歳以上高齢者が増加する一方で、サービスの担い手の中心である生産年齢人口は急

激に減少し、需給ギャップが拡大していくと見込まれています。 

第９期計画介護人材需給推計では、令和 22（2040）年度の県内の介護職員の必

要数は３万６,３９７人となり、現状推移で見込んだ介護職員数（供給）に比べると、

5,606 人が不足すると推計されています。 

 

図表 45 三重県の介護人材需給推計 

 

 出典：厚生労働省「介護人材需給推計ワークシート」による推計（第９期計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,584

34,344 35,495
36,558 36,397

32,584 33,086 33,009 32,254

30,791

0 

1,258 
2,486 

4,304 
5,606 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2022年 2026年 2030年 2035年 2040年

人

介護職員数

（需要推計）

介護職員数

（供給推計）

介護職員数

（需要と供給の

差）



  

36 

 

（６）公民館 

公民館は、地域住民にとって最も身近な学習拠点というだけでなく、交流の場とし

て重要な役割を果たしています。 公民館においては、住民の学習ニーズや地域の実

情に応じた多様な学習機会の提供が行われており、さらに、今後は、社会の要請に的

確に対応した取組や、地域住民全体が気軽に集える、人間力の向上などを中心とし

たコミュニティ（地域社会）のためのサービスを総合的に提供する拠点となることが

期待されています。 文部科学省における社会教育調査によると、公民館の数は全国

的にも年々減少してきており、令和３（2021）年 10 月 1 日現在の県内の公民館数

（類似施設を含む）は 317 施設となっています。  

 

図表 46 公民館数の推移 

  
(出典)文部科学省「社会教育調査」 

 

（７）隣保館 

隣保館は、社会福祉法に基づく社会福祉事業を行う施設であり、地域社会全体の

中で、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティ

ーセンターとして、生活上の各種相談事業や部落差別（同和問題）をはじめとする人

権課題の解決のための各種事業に取り組んでおり、地域福祉を推進していく上でも

大切な機能・役割を有しています。県内には、部落差別（同和問題）をはじめとする人

権課題を解決するための施設として、37 館の隣保館が設置されています。 
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（８）社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とした民間団体であり、民

間組織としての「自主性」と、多くの住民や団体に支えられた「公共性」を両輪に、地

域住民、社会福祉関係者の参加・協力を得て、さまざまな地域活動に取り組んでいま

す。 

県社協では、判断能力が不十分な方の福祉サービス利用を支援する「日常生活自

立支援事業」や、低所得世帯の自立を支援する「生活福祉資金貸付事業」に、市町社

会福祉協議会（以下「市町社協」という。）と協力して取り組んでいます。 

また、市町社協や社会福祉施設・事業所の職員を対象にしたさまざまな研修事業

を実施しており、社会福祉に関する人材育成に取り組んでいます。 

 

（９）社会福祉法人 

平成 28（2016）年に改正された社会福祉法において、「地域における公益的な取

組」の実施に関する責務が定められており、社会福祉法人は制度や分野の垣根を越

えて、複雑化・複合化する地域生活課題に対応した、幅広い実践を展開していくこと

が求められています。 

平成２８（2016）年から、生活困窮者の生活課題を解決するため、社会福祉法人

が協働して「みえ福祉の「わ」創造事業」を実施し、「生活困窮者緊急食糧提供事業」

「緊急時物品等支援事業」「生活困窮者就労活動支援事業」などの周知・啓発を行い、

相談支援窓口となる市町社協と連携し、対象となる地域住民の把握や確認などの地

域公益活動に取り組んでいます。  

 

図表 47 社会福祉法人数の推移 

 

（出典）厚生労働省「福祉行政報告例」 
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４ 第一期計画期間中の主な法改正                             

 

（１）重層的支援体制整備事業の創設（令和 3（2021）年） 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備す

るための手段の一つとして、市町において、「属性を問わない相談支援」、「多様な社

会参加に向けた支援」および「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実

施する重層的支援体制整備事業が創設されました。 

 

（２）孤独・孤立対策推進法の施行（令和６（2024）年） 

「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「相互に支え合い、人と人と

のつながりが生まれる社会」をめざして、国および地方において総合的な孤独・孤立

対策に関する施策を推進するため、その基本理念や国等の責務、施策の基本となる

事項、国および地方の推進体制等について定められました。 

孤独・孤立となる要因および孤独・孤立の状態が多様であることから、包括的な支

援体制の構築を進めることが重要です。 

  

（３）ヤングケアラーへの支援の強化を図るための子ども・若者育成支援推進法、児童

福祉法の改正（令和 6（2024）年） 

ヤングケアラーについては、家族の世話のために自分の時間が取れないなど、そ

の責任や負担の重さにより学業や友人関係などに影響があることが指摘されており、

ヤングケアラーへの支援を一層強化するため、ヤングケアラーを関係機関等が各種

支援に努めるべき対象として法律上明記するなどの改正が行われました。 

子ども・若者育成支援推進法において、子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、

必要な支援を行う「社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者」として、

「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・

若者」（ヤングケアラー）が明記されました。 

対象年齢については、子ども期（18 歳未満）に加え、進学や就職の選択など、自立

に向けた重要な移行期を含む若者期を切れ目なく支えるという観点からおおむね

30 歳未満を中心とし、状況等に応じ、40 歳未満の者も対象となり得ると示されて

います。 

 

（４）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行（令和 6（2024）年） 

近年、女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など、従

来の法制度による枠組みでは捉えきれない困難な問題に直面する危険が高まってお

り、旧売春防止法に根拠を置く婦人保護事業そのものの制度的限界をふまえた新た

な枠組みの構築をめざすべきとの動きが高まり、「困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律」が成立しました。 
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５ 第一期計画における取組成果と課題                           

 

第一期計画では、基本理念に「みんな広く包み込む地域社会 三重」を掲げ、３つの

推進項目「地域における支え合い体制（～包括的支援体制の構築～）」「暮らしを支え

る取組の推進（～日常の暮らしの継続～）」「地域福祉を支える基盤整備（～福祉サー

ビスの充実～）」に基づき施策の展開を図ってきました。その取組成果や残された課

題については以下のとおりです。 

 

＜推進項目１＞ 地域における支え合い体制（～包括的支援体制の構築～） 

 

（１） 市町地域福祉計画策定市町数 

社会福祉法第 107 条に基づき、市町において、包括的な支援体制の整備に関

することなどを定める「市町地域福祉計画」の策定市町数は、これまでも市町に

対して策定に向けて働きかけを行ってきましたが、今後策定する方針があるとす

る市町が一部あるものの、第一期計画策定時から増加には至っていません。 

「市町地域福祉計画」は、地域住民に最も身近な行政主体である市町が、地域

福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにする

とともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内

関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、

計画的に整備していくことを内容とするものです。 

指標 
現状値 

（策定時） 

令和５年度 

実績 

令和６年度 

目標値 

(策定時) 

地域福祉計画策定市町数 18 市町 18 市町 29 市町 

多機関協働による包括的

（相談）支援体制整備市町

数 

８市町 14 市町 29 市町 

民生委員定数充足率 
94.5％ 

（R1.12.1） 

94.8％ 

（R5.12.1） 
96.1％ 

相談支援包括化推進員養

成数 
－ 126 人 200 人 

ヘルプマークを知っている

県民の割合 
58.1％ 

80.6％ 

（R4 年度） 
85.0％ 
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一部の市町においては、市町社協が策定する「地域福祉活動計画」と一体とな

って策定することにより、課題把握などの策定のプロセスを共有し、その後の計

画推進の実効性も高めているなどの工夫をしています。 

未策定となっている市町にヒアリングを実施したところ、理由として、人材やノ

ウハウの不足があると答える自治体が多いことから、策定済み自治体におけるノ

ウハウの共有など支援を行っていく必要があります。 

 

（２） 多機関協働による包括的相談支援体制整備市町数 

多機関協働による包括的相談支援体制を整備した市町数については、14 市

町となり、県内の包括的な相談支援体制は広がりをみせています。それぞれの市

町が、地域の実情に応じた体制を整備し、さまざまな課題を抱える当事者に寄り

添った支援を進めています。 

一方で主に小規模自治体において包括的な相談支援体制が未整備となってお

り、ヒアリングを実施したところ、属性を問わずに相談を受ける体制、多機関協働

の会議による課題共有などの体制整備に向けて取り組んでいる市町、従前の体

制で対応している市町等差が生じています。未整備の理由としては、「現状の体

制で問題は起きていない」「何から取り組めばいいかわからない」などを挙げて

います。体制の整備に向けて、市町のニーズを丁寧に把握し、支援していく必要

があります。 

既に体制を整備している市町からも、複雑・複合的な課題を抱えるケースにつ

いて、 関係機関で情報共有を行った後の具体的な支援策や、社会参加に向けた

地域の受け皿が見つからないという課題や行政と多機関協働事業の受託先との

連携が難しいという課題が寄せられています。 

こうした課題や人口減少による担い手不足、血縁・地縁といったつながりが弱

まっている現状をふまえ、ボランティア、地域住民のつながり・支え合いを推進し

ていく必要があります。 

また、働く場や参加する場の創出に向けた取組を充実してくためには、福祉の

領域を超えた地域づくりを推進していくことが求められており、地域づくりに資

する事業を一体的に実施することも有効であることから、福祉以外の分野との

つながりを一層促進していく必要があります。 

 

（３） 「相談支援包括化推進員」の養成数 

県では、包括的な支援体制の主要な担い手として、課題の解きほぐしや、支援

機関ごとの役割分担の整理、地域の受け皿づくりに向けた調整などの中核を担

う相談支援機関を円滑にコーディネートする「相談支援包括化推進員」を養成し

てきました。養成数については、着実に増えているものの、目標数には至ってい

ません。 
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引き続き「相談支援包括化推進員」の養成を進めるとともに、今後は、整備に

あたり課題となっていることを整理し、既に包括的な支援体制が整備している市

町の課題解決にも資するよう、効果的な後方支援を検討する必要があります。 

 

（４） 民生委員定数充足率 

民生委員・児童委員定数充足率については、幅広い世代に対し、活動内容への

理解を広めるため、大学生を対象としたインターンシップ事業や県独自のＰＲ用

ハンドブック・動画を作成するなどにより情報発信を行うとともに、研修実施方

法の見直しや活動報告のオンライン化など負担軽減に取り組んでいるものの、計

画策定時からわずかな増加にとどまっています。 

高齢化の進展や定年の延長など社会情勢の変化の中で、新たな担い手を確保

するためには、引き続き活動内容の周知を行うとともに、活動を継続しやすい環

境づくりに取り組む必要があります。 

 

（５） ユニバーサルデザインのまちづくり 

「ヘルプマークを知っている県民の割合」は、計画策定時点で 58.1%でしたが、

令和４（2022）年度時点で 80.6%となっており、さまざまな機会を通じたヘル

プマークの普及啓発の成果が現れています。 

地域に暮らす誰もが、さまざまな課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分

らしく暮らし、個性や能力を最大限発揮できる「地域共生社会」の実現のため、ユ

ニバーサルデザインのまちづくりの一層の推進が求められています。 

 

＜推進項目２＞ 暮らしを支える取組の推進（～日常の暮らしの継続～） 

指標 
現状値 

（策定時） 

令和５年度 

実績 

令和６年度 

目標値 

(策定時) 

自立相談支援機関の面談・

訪問・同行支援の延べ件数 
8,736 件 12,785 件 10,801 件 

再犯者数 1,010 人 864 人 808 人以下 

災害派遣福祉チーム数 

（三重県ＤＷＡＴ） 
－ 28 チーム 40 チーム 
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（１） 生活困窮者等への支援 

包括的な支援体制において、どのような状態になっても、地域に暮らす誰も

が、普段の暮らしを続けられるよう、高齢、障がい、子ども・子育ての福祉分野の

制度の充実を図りつつ、生活上の課題全般に応じた支援を推進しました。 

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関においては、生活困窮者が

抱える複雑化・複合化した課題に対応し、対象者の個々の状況に応じて支援を行

いました。自立相談支援機関の面談・訪問・同行支援の延べ件数については、令

和２（２０２０）年度以降の新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響により、

令和５（2023）年度時点では、目標値を上回っています。生活困窮者は自らＳＯ

Ｓを発することが難しい場合も多いため、アウトリーチ（訪問型）支援等に引き続

き取り組む必要があります。 

 

（２） 再犯防止の推進 

再犯者数は、令和 5（2023）年時点においては、864 人と目標を達成できて

いませんが、再犯者率は 40.8％であり、平成 30（2018）年の 45.7％と比較

して 4.9 ポイント減少しています。今後も「第二期三重県再犯防止推進計画」に

基づき関係機関と連携し、取組を進めていきます。 

 

（３） 災害時における要配慮者への支援 

平成 26（2014）年４月に改正災害対策基本法が施行され、県内では、 平成

30（2018）年度までに全ての市町で避難行動要支援者の名簿が作成済みとな

っており、この名簿に基づく個別避難計画の策定が進められています。 

また、県内においては、全ての市町で福祉避難所の確保が行われており、令和

６（2024）年 3 月末現在、計 478 施設が指定等されています。 

災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）数は、大規模災害時に早期に派遣できる

よう、関係福祉団体等と連携してチーム員の募集や研修、訓練等を行っており、

令和 5 年（2023）度末時点で 142 人をチーム員として登録し、28 チームを組

成しました。  

令和６（2024）年能登半島地震においては、石川県からの要請に基づき、初

めて実際の被災地に派遣し、支援活動を行いました。今回の活動経験もふまえ、

今後も災害派遣福祉チーム（三重県ＤＷＡＴ）の体制強化に取り組む必要があり

ます。 

また、災害時においても社会福祉施設等が最低限のサービス提供を維持して

いくため、事業継続計画（ＢＣＰ）策定研修会を実施し、ＢＣＰの策定を支援しまし

た。引き続き、計画の実効性の向上を促進していく必要があります。 
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＜推進項目３＞ 地域福祉を支える基盤整備（～福祉サービスの充実～） 

指標 
現状値 

（策定時） 

令和５年度 

実績 

令和６年度 

目標値 

（策定時） 

県内の介護職員数 
27,818 人 

(H29 年度) 

32,584 人 

（R4 年度） 

33,849 人 

（R4 年度） 

みえ福祉第三者評価の受審

事業所数 
285 施設 388 施設 415 施設 

 

（１） 福祉人材の確保 

「県内の介護職員数」は、令和４（2022）年度時点で３万２,５８４人となって

います。介護人材を確保するため、「三重県福祉人材センター」による無料職業

紹介、介護福祉士修学資金等の貸付を実施するとともに、介護未経験者を対

象とした研修の実施や、外国人留学生を対象とした奨学金の支給に係る事業

所への支援を行っています。また、介護職員の業務負担軽減に資する介護ロ

ボットや生産性向上につながる ICT 機器の導入支援等に向けて取り組むとと

もに、介護職場における役割分担を進めるための「介護助手」の取組の導入・

定着に向けた支援に取り組みました。また、介護職員の処遇改善を進めるため、

令和５（2023）年度からは介護職員処遇改善加算等の取得支援に取り組んで

います。 

高齢化の進展により、これからも福祉サービスへの需要は今後も拡大し、生

産年齢人口が低下する中で、福祉人材においても労働力不足の状態がこれか

らも続くと予想されることから、引き続き、福祉人材の新規参入および定着促

進に向けて取り組む必要があります。 

 

（２） 福祉サービスの質の向上 

「みえ福祉第三者評価の受審事業所数」は、毎年度一定数の事業所が受審し

ています。これまで受審をしたことがない事業所に向けて、受審促進を図るた

め、評価制度の趣旨の周知や啓発を推進していく必要があります。 

社会福祉法人や介護保険・障害福祉サービス事業者等への指導監査等につ

いて、オンラインも取り入れつつ、実地を基本として実施しました。また、不適

切保育や虐待事案の発生を受け特別監査を実施したほか、全ての保育所およ

び認定こども園に対して実地監査を実施しました。加えて、会計専門家を活用

した監査により社会福祉法人等の適正な運営と健全な経営を確保するととも

に、提供される福祉サービスの質の向上に取り組みました。 
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引き続き、施設利用者への虐待や不適切保育など社会的な状況に対応した

重点的な監査を行うため、新たに社会保険労務士を活用することで社会福祉

法人等の適正な運営と勤務環境の改善を促進し、提供される福祉サービスの

質の向上に取り組みます。 
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第３章 計画の基本理念と施策体系                                    

１ 計画の基本理念（めざすべき姿）                                 

 

 

この計画では、地域に暮らす誰もが、さまざまな課題を抱えながらも住み慣れた

地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現をめざし

ています。  

第一期計画においては、誰一人取り残されない、包括的な支援体制の構築をめざ

し、基本理念を「みんな広く包み込む地域社会 三重」と掲げており、第二期計画にお

いても、その考え方を継承することとします。  

なお、本計画に基づき、施策を推進するにあたり、その全ての取組の基礎として、

共通に位置づけられる基本原則を、次のように定めます。 

 

◆４つの基本原則 

(１)自己決定の尊重と意思決定の支援 

全ての人を、自立し、行動する主体として捉え、本人の自己決定を尊重します。ま

た、本人の自己決定を尊重する観点から、本人が適切に意思決定を行い、その意思

を表明することができるよう、意思決定の支援に取り組みます。 

 

（２）本人に寄り添った支援 

複雑化・複合化した福祉ニーズが増加する中、状況把握、相談支援、社会参加支援

という支援段階ごとに個別課題に対応する「課題解決型」の支援アプローチに加え、

課題解決に直結しなくても、地域住民、民生委員・児童委員、支援者等さまざまな人

が “本人とつながっていること”を大切にする「伴走型」の継続的な支援アプローチ

という２つのアプローチを両輪として取り組みます。 

 

（３）地域づくりに向けた取組の推進 

「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつな

がり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのでき

る、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創る取組を推進します。 

 

 

 

 

 

みんな広く包み込む地域社会 三重 
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（４）持続可能な開発目標（SDGｓ）の達成 

本計画の理念は、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された「持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）」とも共通するものであり、その趣旨をふまえながら、取組を進

めます。 

 

（イメージ） 
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２ 施策体系                                                

 

基本理念の実現に向け、第一期計画における施策体系（推進項目）の基本的な部

分は継承しつつ、地域住民に最も身近な市町における地域福祉の取組への支援に留

意し施策方向を定めています。 

 

地域福祉支援計画における推進項目・施策方向
計画に定める事項

（社会福祉法第108条第
１項各号）

推進項目１

地域における支え合い体制 （～包括的支援体制の整備～）

　（１）市町における包括的な支援体制づくりへの支援

　（２）市町における地域福祉計画策定・推進への支援

　（３）地域における支援活動の推進

　（４）災害時における要配慮者への支援体制の充実

　（５）ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

推進項目２　

暮らしを支える取組の推進（～日常の暮らしの継続～）

　（１）高齢、障がい、子ども・子育て分野における
　　　 重点施策の推進

　（２）さまざまな生きづらさを抱える人・世帯への支援

　（３）生活困窮者等への支援

　（４）生活基盤の充実

　（５）権利擁護の推進

推進項目３

地域福祉を支える基盤整備 （～福祉サービスの充実～）

　（１）福祉人材の確保

　（２）福祉サービスの質の向上

　（３）福祉サービスの総合的提供方法のあり方

　（４）福祉サービス提供におけるICT技術等の活用

１　地域における高齢者の
福祉、障害者の福祉、児童
の福祉その他の福祉に関
し、共通して取り組むべき
事項

２　市町村の地域福祉の
推進を支援するための基
本的方針に関する事項

５　市町村による地域生
活課題の解決に資する支
援が包括的に提供される
体制の整備の実施の支援
に関する事項

３　社会福祉を目的とす
る事業に従事する者の確
保又は資質の向上に関す
る事項

４　福祉サービスの適切
な利用の推進及び社会福
祉を目的とする事業の健
全な発達のための基盤整
備に関する事項
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■社会福祉法    ※下線部は、令和３（2021）年施行の改正法による改正部分 

 （都道府県地域福祉支援計画）  

第１０８条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通

ずる広域的な見地から市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる

事項を一体的に定める計画（以下「都道府県地域福祉支援計画」という。）を策定す

るよう努めるものとする。  

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関 

し、共通して取り組むべき事項  

二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項 

三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事 

項  

四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な 

発達のための基盤整備に関する事項 

五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制 

の整備の実施の支援に関する事項 

２ 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとと

もに、その内容を公表するよう努めるものとする。  

３ 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、 

分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道

府県地域福祉支援計画を変更するものとする。 
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第４章 施策展開                                             

第２章で示した地域福祉を取り巻く状況をふまえ、第 3 章で示した理念のもと、令

和 11（2029）年度までの施策方向と施策の展開を次のとおりとし、県内の地域福

祉の推進を図ります。 

 

推進項目１ 地域における支え合い体制（～包括的支援体制の整備～）          

 

1. 地域共生社会の実現に向けて、各地域において、重層的支援体制整備事業をは

じめとする包括的な支援体制の整備を進めていくために、「包括的な相談支援体

制の整備」と「地域住民等が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づく

り」を両輪として展開していきます。 

 

2. 「包括的な相談支援体制の整備」は、「住民に身近な圏域」において、地域住民等

による発見、見守り、支え合いをとおして把握された課題を、属性や世代を問わ

ず包括的に受け止める相談体制を整備し、さらに、複合化・複雑化した課題や制

度の狭間に対して、あらゆる分野とのネットワークをつくり多機関協働で支援に

あたる体制を整備していきます。 

 

3. 「地域住民等が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」について

は、「他人事」であった地域の課題を「我が事」として受け止められるよう意識を

醸成していくことが求められます。包括的な支援体制の整備にあたっては、地域

住民の力を借りながら、関係者が連携し、地域の課題に対して、それぞれが役割

を持って支援を行っていくことができるよう、地域における支え合いをさらに推

進していきます。 

 

 

１ 市町における包括的な支援体制づくりへの支援 

 

（１）相談支援包括化推進員の養成等の後方支援 

① 市町が、重層的支援体制整備事業をはじめとする包括的な支援体制の整備に

あたり必要な人員を確保できるよう、複合的な課題を抱える相談者等の把握

や適切な相談支援機関等との連絡調整、相談支援機関に対する指導・助言等

を行う相談支援包括化推進員等の人材養成を行います。【子ども・福祉部】 

 

施策の基本的な方向 

施策展開 
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② 相談支援包括化推進員等の人材養成については、本計画における４つの基本

原則への理解が進み、実践につながるよう内容の充実を図ります。また、「社

会的処方を手がかりにしたリンクワーカー等の取組」や「コミュニティソーシャ

ルワーカーの取組」等を参考に、各市町において地域福祉を担う人材やさまざ

まな主体を発掘・養成するとともに、連携を活性化する能力などを向上させる

ための研修を実施します。【子ども・福祉部】 

 

③ 包括的な相談支援体制が未整備の市町に対して、市町の状況やニーズをふま

えた支援を行います。既に包括的な支援体制を整備している市町に対しては、

相談支援包括化推進員養成研修等において、運用面で抱えている課題に応じ

た支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

（２）社会福祉協議会の取組への支援と連携強化 

① 市町社協の自主的活動を促進するために必要な連絡および指導を行い、また、

全県的な視野から社会福祉に関する各種機関、団体等と協働して社会福祉の

課題に取り組んでいる県社協の活動強化を図り、民間社会福祉活動の充実、

発展を促進します。【子ども・福祉部】 

 

② 県社協および市町社協との定期的な情報共有や意見交換の場を設け、地域の

課題ニーズについての共通認識を深めます。【子ども・福祉部】 

 

（３）地域におけるさまざまな主体との連携 

① 包括的な支援体制の整備を目的とした重層的支援体制整備事業については、

孤独・孤立対策等の関連施策や農林水産等の他分野との連携が求められてい

るところであり、その連携方法等について、好事例の共有を行います。【子ど

も・福祉部】 

 

② 地域共生社会の実現に向けて、「包括的な支援体制づくり」をテーマに検討す

る場を設け、県、市町、さまざまな主体が連携しながら、地域を取り巻く課題の

共有や法制度等の勉強会、先進事例等の研究、意見交換会等を行い、それぞ

れの地域に適した包括的な支援体制づくりを検討します。【地域連携・交通部、

子ども・福祉部】 

 

（４）相談・支援機関の連携推進 

① 障がいのある人が必要な相談支援を受けられるよう、広域的・専門的な相談

支援を実施し、相談支援専門員や関係機関との連携を推進するなど、市町の

相談支援体制強化を支援します。【子ども・福祉部】 
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② 貧困やひとり親家庭等の状況からヤングケアラーやその他の養育上の不適切

が生じ、子どもの権利が懸念される状況を早期に発見し、要保護児童対策地

域協議会等の各関係機関の連携体制を活用して、家庭全体に多面的なアプロ

ーチを行うことで、孤立化を防止したり、必要な支援につなぐことができるよ

う支援体制の整備や充実を進めます。【子ども・福祉部】 

 

③ ＤＶや性暴力等の被害者、予期しない妊娠等に悩む人のためのＳＮＳを活用し

た相談しやすい環境整備を推進するなど、相談体制の充実を図ります。【子ど

も・福祉部】 

 

④ 市町要保護児童対策地域協議会の運営強化の支援や、市町職員のスキルアッ

プを図ることにより、市町における児童相談体制を強化し、児童相談所と市町

との連携強化と役割分担を的確に行います。【子ども・福祉部】 

 

⑤ 市町における包括的な支援体制の整備にあたって、隣保館については、地域

社会全体の中で福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開か

れたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や部落差別（同和

問題）をはじめとする人権課題の解決のための各種事業に取り組まれている

ところであり、地域福祉を推進していく上でも大切な機能・役割を有している

ものです。市町が設置している隣保館について、相談事業等の隣保事業に要

する費用の一部を補助します。【環境生活部】 

 

２ 市町における地域福祉計画策定・推進への支援 

① 市町における包括的な支援体制を整備するためには、地域福祉計画の策定・推

進を通じて地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにして、具体的な

方策を検討していくことが効果的です。社会福祉法においても市町における策

定が努力義務とされていることから、特に未策定の市町に対して、包括的な支

援体制の整備に対する支援とあわせて、必要な支援を実施します。また、策定

にあたっては、市町の重要なカウンターパートである市町社協の「地域福祉活

動計画」と連携することを重視します。【子ども・福祉部】 
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３ 地域における支援活動の推進 

 

（１）地域住民の居場所・住民交流の拠点づくり 

① サロン活動への支援 

元気な高齢者をはじめとする地域のさまざまな主体による生活支援サービスの

提供や通いの場の運営など、市町による介護予防・日常生活支援総合事業の取組

を支援します。【医療保健部】 

 

② 子どもの居場所づくり 

i. 国や民間機関による支援制度の周知・活用等により、子ども食堂等民間と連携

した子どもの居場所づくりを推進します。【子ども・福祉部】 

 

ii. 子どもの居場所の活動を「持続可能な取組」としていくために、子どもの居場

所運営団体に財政支援、人材育成支援等を実施します。【子ども・福祉部】 

 

iii. 放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進を図るた

め、放課後子ども教室の運営を行う市町を支援します。【子ども・福祉部】 

 

③ ひきこもり当事者の居場所づくり 

ひきこもり当事者が社会とつながるきっかけとなるよう、オンライン会議アプリ

を活用した電子居場所を開設するとともに、ひきこもり当事者が安心して利用で

きる居場所を増やすため、市町等と連携し、多様な居場所づくりに取り組みます。

【子ども・福祉部】 

 

（２）地域住民による支援活動の推進 

① 福祉教育・社会教育の推進 

i. 次代を担う児童・生徒や地域住民が、「ふだんのくらし」の中にどのような福祉

的課題があるか、学びを深め、主体的な地域福祉活動への参画につながるよ

う、福祉教育に関する調査・研究や、地域を基盤とした福祉教育推進事業等の

県社協の取組を支援します。【子ども・福祉部】 

 

ii. 地域において、地域住民の福祉活動への参画が進むよう、さまざまな課題や

好事例の共有を積極的に進めます。【子ども・福祉部】 

 

iii. 社会科や総合的な学習の時間等における学習事例等について、学校や地域向

けの研修会等で情報共有を行うことにより学習の充実を図ります。【教育委員

会事務局】 
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iv. 地域社会における教育の充実、拡大を図るため、PTA や子ども会等の社会教

育関係団体やＮＰＯ等の団体、大学等の高等教育機関、放課後子ども教室や家

庭教育支援等の関係者等のさまざまな主体が、情報交換・情報共有をとおして、

相互のつながりを形成する機会を提供します。【教育委員会事務局】 

 

v. 公民館等の社会教育施設が、多様な学習ニーズに応じた学習機会を提供して

いけるよう、ＮＰＯ等の団体や、大学等の高等教育機関等のさまざまな主体と

連携して市町の公民館を対象とする地域課題解決型学習の機会を提供するモ

デル事業等を実施します。【教育委員会事務局】 

 

② ボランティア活動への支援 

i.県社協が設置する「三重県ボランティアセンター」の運営やボランティアコーデ

ィネーターの人材養成等の実施や市町社協等が立ち上げる災害ボランティア

センターの運営に関する研修等を支援することで、ボランティア活動に興味を

持つ人が、気軽にボランティア活動に参加できる体制を整備し、ボランティア

活動の推進を図ります。また、県社協および三重県ボランティア連絡協議会と

連携し、ボランティア活動に関する情報発信を行います。【子ども・福祉部】 

 

ii.ボランティア活動に関する県民の理解と参画を促進することで地域課題の解

決を促すため、「みえ県民交流センター」を拠点に、活動の場の提供や情報発信

等に取り組みます。【環境生活部】 

 

③ 寄附文化の醸成 

i.さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援し、「じぶんの町を

良くするしくみ」として取り組まれている共同募金や、「三重ボランティア基金」

による街頭啓発などの募金運動を推進し、地域福祉活動を財源面で支えてい

く、住民参加による地域に根ざした活動を支援します。【子ども・福祉部】 

 

④ 高齢者・障がい者の地域活動への支援 

i.高齢者の生きがいづくりや健康づくりとともに、ボランティア活動等の地域貢

献活動を推進するため、老人クラブや県・市町老人クラブ連合会の活動を支援

します。【医療保健部】 

 

ii.障がい者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、居住の場や

日中活動の場の整備を促進します。【子ども・福祉部】 

 

iii.障がい者の芸術・文化活動を活性化するため、さまざまな主体と連携して「三

重県障がい者芸術文化祭」に取り組みます。【子ども・福祉部】 
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⑤ 民生委員・児童委員活動への支援 

i.民生委員･児童委員が適切な支援を行うために必要な知識と技能の習得を目

的とする研修を実施します。【子ども・福祉部】 

 

ii.民生委員･児童委員の活動を支援するため、各地区民生委員児童委員協議会

に対して組織的な活動を強化するための経費を助成します。【子ども・福祉部】 

 

iii.民生委員・児童委員の担い手を確保するため、国の動向を注視し、また他の自

治体の好事例を参考にして、必要に応じて選任要件に関する検討を行います。

【子ども・福祉部】 

 

iv.市町による民生委員・児童委員の「業務負担の軽減」、「理解度の向上」、「多様

な世代の参画」に資するための取組に対して支援します。【子ども・福祉部】 

 

v. 民生委員･児童委員の役割や制度への県民の理解を深めるため、さまざまな

媒体を活用し広報を行います。【子ども・福祉部】 

 

vi.「民生委員まるごとハンドブック」等啓発素材を自治会や地域の事業者に配布

するなど地域における民生委員制度の浸透を図ります。【子ども・福祉部】 

 

vii.民生委員・児童委員の日（5 月 12 日）および活動強化週間において、民生委

員・児童委員の活動内容等を広報します。【子ども・福祉部】 

 

（３）企業との連携による地域福祉活動の支援 

① 地域を巡回する機会が多い民間事業者と、高齢者の見守り等に関する協定を

締結します。【医療保健部】 

 

② 共同受注窓口事業により、自治体・企業等から事業所等への受注の機会を確

保することで、障がい者の工賃の向上を図り、自立した生活の実現を促進しま

す。【子ども・福祉部】 

 

③ 食品関係企業等における食品ロスについて、フードバンク団体や子ども食堂

等を通じて生活困窮者等に対する食料支援につながるよう、食品提供事業者

とフードバンク活動団体等をマッチングし、未利用食品の有効活用を図る「三

重県食品提供システム『みえ～る』」について、関係団体等と連携し、運用拡大

に取り組みます。【環境生活部】 
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４ 災害時における要配慮者への支援体制の充実 

 

（１） 地域における避難行動要支援者対策の促進 

避難行動要支援者名簿の整備・更新、その名簿情報に基づく個別避難計画の策

定が進むよう、市町の取組を支援します。【防災対策部】 

 

（２） 福祉避難所の確保 

市町に対し、福祉避難所の確保や円滑な運営体制の整備について働きかけると

ともに、災害時に福祉避難所の運営を指揮する人材の確保・育成、福祉避難所運営

マニュアルの作成等を支援します。【子ども・福祉部】 

 

（３） 災害福祉支援ネットワーク構築に向けた体制整備 

災害時において、災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、避難生活中に

おける生活機能の低下等の防止を図るため、一般避難所等で災害時要配慮者に対

する福祉支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を組成するとともに、一般避難

所等へＤＷＡＴを派遣することなどにより必要な支援体制を確保することを目的と

した官民協働による「災害福祉支援ネットワーク」の体制強化に取り組みます。また、

体制強化にあたっては、市町、ＤＷＡＴと連携した一般避難所等における災害時要

配慮者の受入れ訓練などＤＷＡＴチーム員に対し実践的な研修を実施します。【子

ども・福祉部】 

 

（４） 介護職員等の応援・受援体制の整備 

介護職員等の応援の円滑な受入れ、および介護職員等の円滑な派遣を行い、被

災地の福祉サービス提供体制の継続・回復を支援することにより、要配慮者の心身

のストレス軽減を図るなど、災害時要配慮者の避難生活を支援するための応援・受

援体制を整備します。【子ども・福祉部】 

 

（５） 災害時におけるボランティア活動の支援 

災害ボランティアの円滑な受入れを図るため、「みえ災害ボランティア支援セン

ター（MVSC）」の運営に参画し、受援体制整備に向けた研修に取り組みます。ＭＶ

ＳＣでは、各支援主体（ＮＰＯ、ボランティア団体、企業等）が災害発生時に協働して

支援活動を実施できるよう、平時からの連携・つながりの強化のための研修会の

実施や、防災訓練への参加等を通じ、ＭＶＳＣのコーディネート機能強化や市町に

おける災害ボランティア受入れ体制強化の支援に取り組みます。【環境生活部】 
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５ ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

 

（１）ユニバーサルデザインの意識づくり 

① 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づく「ユニバーサル

デザインのまちづくり推進協議会」の開催や、県庁内での横断的な取組、同条

例に基づく推進計画の進行管理などを通じ、ユニバーサルデザインのまちづく

りを総合的、計画的に進めます。【子ども・福祉部】 

 

② さまざまな主体と連携し、ユニバーサルデザインの考え方が県民に浸透するよ

う、学校出前授業の実施や、「三重おもいやり駐車場利用証制度」やおもいやり

のある行動のきっかけづくりとする「ヘルプマーク」の普及啓発など、地域にお

ける身近なユニバーサルデザインの意識啓発の取組を進めます。【子ども・福祉

部】 

 

③ 公共施設や商業施設等さまざまな施設に「おもいやり駐車場」の設置を進める

とともに、必要な方にその利用証を交付する「三重おもいやり駐車場利用証制

度」を導入し、障がい者や妊産婦、けが人等で、歩行が困難な方の外出を支援

します。【子ども・福祉部】 

 

（２）誰もが暮らしやすいまちづくり 

① 事業者、設計者等の理解、協力を得ながら、市町や関係機関等の連携のもと、

「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」の整備基準や取組等の

普及・啓発に取り組み、ユニバーサルデザインに配慮された施設整備を促進し

ます。【子ども・福祉部】 

 

② 公共交通により、障がい者、高齢者、子ども、妊産婦、子育て中の人、外国人等

の全ての人が円滑に自由に移動できるよう、鉄道駅のバリアフリー化、ＵＤタ

クシーの導入等を支援します。【子ども・福祉部】 
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推進項目２ 暮らしを支える取組の推進（～日常の暮らしの継続～） 

 

 

包括的な支援体制において、どのような状態になっても、地域に暮らす誰もが、普

段の暮らしを続けられるよう、高齢、障がい、子ども・子育ての福祉分野の制度の充

実を図りつつ、生活上の課題全般に応じた支援を着実に推進します。 

 

１ 高齢、障がい、子ども・子育て分野における重点施策の推進 

 

（１）高齢、障がい、子ども・子育て分野における支援 

各分野において、それぞれの計画等に基づき、取組の充実を図るとともに、『制

度の枠組みにあてはめた支援』ではなく、生活上の課題の全般に着目し、『本人に

寄り添った支援』につながるよう取組を推進します。 

【関連計画】 

・みえ高齢者元気・かがやきプラン 

    ・みえ障がい者共生社会づくりプラン 

    ・ありのままでみえっこプラン 

    ・三重県子どもの貧困の解消に向けた対策及びひとり親家庭等支援計画 

    ・三重県子ども・子育て支援事業支援計画 

    ・健やか親子いきいきプランみえ 

    ・三重県社会的養育推進計画 

    

２ さまざまな生きづらさを抱える人・世帯への支援 

 

（１） ひきこもり 

① ひきこもりは、「特別なものではなく、誰にでも起こりうるもの」であり、「第二

期三重県ひきこもり支援推進計画」に基づき、ひきこもり支援を総合的に推進

します。【子ども・福祉部】 

 

② ひきこもり当事者やその家族が早期に支援につながるよう、ひきこもりに関す

る正しい理解を深める啓発活動等を進めるとともに、あらゆる媒体を活用し、

支援機関から積極的に情報発信を行います。【子ども・福祉部】 

 

③ 「三重県ひきこもり地域支援センター」において、ひきこもり当事者や家族への

専門相談を実施するとともに、ひきこもりに関する正しい知識や情報、対応方

法等を学ぶ「家族教室」を実施します。【医療保健部】 

施策の基本的な方向 

施策展開 
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④ 「三重県ひきこもり地域支援センター」において、多職種連携チームにより、特

に高い専門性が求められるひきこもり当事者等への支援を実施します。【医療

保健部】 

 

⑤ 三重県自立相談支援機関（以下「三重県生活相談支援センター」という。）に相

談支援員やアウトリーチ支援員を配置し、ひきこもり当事者やその家族に寄り

添った伴走型支援によるアウトリーチを主体として、より丁寧な支援を行いま

す。【子ども・福祉部】 

 

⑥ ひきこもり当事者が社会とつながるきっかけとなるよう、オンライン会議アプ

リを活用した電子居場所を開設するとともに、ひきこもり当事者が安心して利

用できる居場所を増やすため、市町等と連携し、多様な居場所づくりに取り組

みます。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

⑦ ひきこもり状態にある、生きづらさや働きづらさを感じている若者等を対象

として、地域若者サポートステーション等と連携しながら、農業への就労に向

けて作成したプログラムの周知や就農体験などに取り組みます。【農林水産部】 

 

⑧ 就職氷河期世代等のひきこもり当事者を対象に、地域若者サポートステーショ

ン等の就労支援機関と福祉、保健等の関係機関が連携し、相談から就職まで

の一貫した支援を行います。【雇用経済部】 

 

⑨ 若年無業者の職業的自立を図るため、各地域若者サポートステーションと連携

して就労体験や各種セミナーの開催等に取り組みます。【雇用経済部】 

 

（２） 自殺対策 

① 自殺対策を総合的に推進するため、「第４次三重県自殺対策行動計画」に基づ

き、こころの健康に対する正しい知識の普及や人材育成に取り組むとともに、

関係機関・民間団体と連携し、各課題の解決に向けた取組を行います。【医療

保健部】 

 

（３） 再犯防止の取組の推進 

① 「第二期三重県再犯防止推進計画」に基づき、国、市町、関係機関と連携して、

犯罪や非行に至った者に対する「息の長い」社会復帰支援に取り組みます。【子

ども・福祉部】 
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② 「三重県地域生活定着支援センター」において、高齢または障がいのある矯正

施設退所者等に対して、その意向や状況に配慮しながら、福祉サービスの利用

支援等、円滑な社会復帰に資するための支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

③ 保護司や関係団体への協力・助成・連絡調整等や、犯罪に至った人や非行のあ

る少年に対する自立支援事業を行う更生保護法人三重県更生保護事業協会

の取組を支援します。【子ども・福祉部】 

 

④ 犯罪や非行の防止と、犯罪に至った人たちの更生について理解を深め、犯罪

のない地域社会を築こうとする「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月

間」における啓発活動を推進します。【子ども・福祉部】 

 

（４） 認知症施策の推進 

① 認知症の早期診断・対応に向け、認知症疾患医療センターの指定、医療・介護

関係者への研修等を行います。【医療保健部】 

 

② 認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、認知症サポーター

の養成・活動促進、認知症相談窓口の設置、若年性認知症の人への支援等に

取り組みます。【医療保健部】 

 

（５） がん・難病患者 

① 「三重県がん相談支援センター」において、がん患者とその家族を支援するた

め、がんに係るさまざまな相談に応じます。また、働くことを希望するがん患

者が就労を継続できるよう、医療機関や労働局等の関係機関と連携して、が

ん患者の就労支援について周知・普及を図ります。【医療保健部】 

 

② がん患者の治療と社会参加を支援し、療養生活の質の維持・向上を図るため、

がんの治療による脱毛や乳房の形状の変化等に対するウィッグ等の補正具の

購入費用の助成を市町と連携して行います。 【医療保健部】 

 

③ 指定難病患者の医療費を適正に助成し、患者への経済的支援を行うとともに、

地域の医療機関等の連携による医療提供体制の拡充に取り組みます。【医療

保健部】 

 

④ 「難病相談支援センター」において、在宅難病患者の日常生活上における相談・

支援、地域交流活動の促進や、就労支援などを行い、患者の療養上や日常生

活での悩みや不安等の解消を図ります。【医療保健部】 
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（６） 医療的ケア児・者 

医療的ケア児・者とその家族が地域で安心して生活できるよう、「三重県医療的

ケア児・者相談支援センター」を中心に、関係機関と連携して、家族等に対する相談

支援を行うとともに、医療的ケア児・者コーディネーターの養成、医療的ケアを実施

できる人材の育成等に取り組み、地域での受け皿を拡充します。【子ども・福祉部】 

 

（７） 外国人住民 

① 「みえ外国人相談サポートセンター（MieCo）」において、外国人住民の生活全

般にわたる相談に 11 言語で対応します。【環境生活部】 

 

② 外国人住民が必要とする行政情報や生活情報、地域における多文化共生の取

組に関する情報を、県多言語情報提供ホームページ「MieInfo」により７言語

で提供します。【環境生活部】 

 

③ 生活のための日本語の習得を希望する外国人住民が学習の機会を得られる

よう、市町等と連携し、日本語教育の体制整備に取り組みます。【環境生活部】 

 

④ 外国人患者が安心して医療を受けられるよう医療通訳の育成に取り組みます。

【環境生活部】 

 

⑤ 災害発生時においても外国人住民をサポートできるよう、市町等と連携し、外

国人防災リーダーの育成など安全対策に取り組みます。【環境生活部】 

 

（８） ＤＶ及び困難な問題を抱える女性 

① 「三重県ＤＶ防止及び被害者保護並びに困難な問題を抱える女性への支援の

ための基本計画」に基づき、困難な問題を抱える女性がその困難を解消し、本

人の意思が尊重されながら日常生活および社会生活を営むことができるよう、

本人に寄り添ったさまざまな支援を実施します。中でも、特に問題を抱えやす

い若年女性への支援を重点的に強化し、気軽に集いやすい居場所や相談しや

すい環境等について検討します。【子ども・福祉部】 

 

② ＤＶに関して、ホームページやＤＶ相談先カードの配布等による啓発や相談・支

援機関の周知を図ります。【子ども・福祉部】 
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（９） ヤングケアラー 

① 家庭内の問題であることや子ども自身やその家族がヤングケアラーであるこ

とを認識していないなどの理由から、必要な支援につながっていないため、学

校、福祉担当部局（こども家庭センター、生活保護、自立相談支援機関、包括的

な相談窓口）等において、確実に把握できるよう、要保護児童対策地域協議会

や重層的支援体制整備事業における支援会議等さまざまな機会を通じて、ヤ

ングケアラーの理解、把握、支援を促進します。【子ども・福祉部】 

 

② ヤングケアラー支援ハンドブックを活用した出前講座の実施、当事者である子

ども向けのリーフレットを用いた関係機関への研修の実施、ヤングケアラー等

がいる家庭の家事・育児等の支援を実施する市町への補助を通じて、市町に

おけるヤングケアラーの早期把握や切れ目のない支援につなげます。【子ど

も・福祉部】 

 

③ ヤングケアラーの支援はさまざまであり、福祉担当部局（こども家庭センター）

へつなぐべき状況であるかの判断が難しいため、子どもに携わる関係者が確

実に福祉担当部局につなぐことができるような仕組みを市町と共に検討しま

す。【子ども・福祉部】 

 

④ ヤングケアラーの支援は、家族の理解をはじめ、複雑化・複合化した課題に対

応する必要があり、市町福祉担当部局の職員が、ヤングケアラーの支援を円滑

に進められるよう県が窓口となって、参考となる事例の紹介や具体的な支援

の検討等を通じて、市町に対する支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

⑤ 18 歳以上のヤングケアラーについては、活動圏域が広域になること等をふま

え、県において相談窓口を整備し、必要な支援につなぎます。【子ども・福祉部】 

 

（１０） 人権課題（多様な性のあり方への理解促進等） 

① 多様な性的指向や性自認についての社会の理解促進を図るため、県民等への

啓発や研修に取り組みます。【環境生活部】 

 

② 市町における包括的な支援体制の整備にあたって、隣保館については、地域

社会全体の中で福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開か

れたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や部落差別（同和

問題）をはじめとする人権課題の解決のための各種事業に取り組まれている

ところであり、地域福祉を推進していく上でも大切な機能・役割を有している

ものです。市町が設置している隣保館について、相談事業等の隣保事業に要

する費用の一部を補助します。【環境生活部】《再掲》 
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③ 犯罪や非行の防止と、犯罪に至った人たちの更生について理解を深め、犯罪

のない地域社会を築こうとする「社会を明るくする運動」や「再犯防止啓発月

間」における啓発活動を推進します。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

３ 生活困窮者等への支援 

 

（１）生活困窮者自立支援の推進 

① 「三重県生活相談支援センター」において、生活困窮者が抱える複雑化・複合化

した課題を広く受け止め、「制度の狭間」に陥らないように、対象者の個々の状

況に応じた支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

② 「三重県生活相談支援センター」において、生活困窮者からの相談に応じる身

近な窓口として一時的な相談支援等を行っている町と連携して、支援を行い

ます。【子ども・福祉部】 

 

③ 支援にあたっては、「待ちの姿勢」ではなく、アウトリーチを行い、支援を必要と

する方が相談窓口につながるよう取り組みます。また、相談者の状況に応じて、

生活困窮者自立支援法に基づく事業の活用や、他制度との連携により、支援

員が寄り添って、継続的な支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

④ 自立支援に携わる支援員等が、生活困窮者等に対して充実した支援を行うこ

とができるよう、研修会を実施するなど、支援員等のスキルの向上に努めます。

【子ども・福祉部】 

 

⑤ 低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に、無利子または低利子の資金を

貸し付けることにより、経済的自立や生活意欲の向上を図り、安定した日常生

活や社会生活を確保することを目的として県社協が実施する生活福祉資金貸

付制度について、自立相談支援機関等の関係機関との連携など、適切な運用

となるよう支援します。【子ども・福祉部】 

 

（２）子どもの貧困の解消に向けた対策の推進 

① 生活困窮家庭の子どもに対して、学習支援や教育相談、生活習慣の改善に関

する助言を行うとともに、進学・就労に向けた進路選択や再就学に関する情報

提供等の相談支援などを実施することにより、高等学校や大学等を卒業し、安

定した就職につなげることで、生活困窮家庭の子どもたちの自立促進を図り

ます。【子ども・福祉部】 
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② 貧困やひとり親家庭等の状況からヤングケアラーやその他の養育上の不適切

が生じ、子どもの権利が懸念される状況を早期に発見し、要保護児童対策地

域協議会等の各関係機関の連携体制を活用して、家庭全体に多面的なアプロ

ーチを行うことで、孤立化を防止したり、必要な支援につなぐことができるよ

う支援体制の整備や充実を進めます。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

４ 生活基盤の充実 

 

（１）就労機会の充実 

① 就労支援 

i. 生活保護制度および生活困窮者自立支援制度において、関係機関等と連携し、

個々の状況に応じた就労支援を行います。早期に就労が見込まれる方につい

ては、ハローワーク等の関係機関と連携し、就労支援員等による伴走型の就労

支援を行い、自立ができるよう支援します。直ちに一般就労が難しい方には、

「就労準備支援事業」を実施し、一般就労に至る準備としての基礎能力の形成

を支援します。【子ども・福祉部】 

 

ii. 就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その方の状況に応じた就労の機

会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う就労認定事業所の認

定を行います。【子ども・福祉部】 

 

② 雇用の確保 

i.若年求職者等の安定した就労や職場定着を図るため、「おしごと広場みえ」を

拠点として総合的な就職支援サービスを提供します。【雇用経済部】 

 

ii.就職氷河期世代等の不本意ながら非正規雇用で働く人や、長期無業状態にあ

る人を対象に、就職支援機関や福祉等の関係機関と連携しながら、相談から就

職までの一貫した支援を行います。【雇用経済部】 

 

iii.若年無業者の職業的自立を図るため、各地域若者サポートステーションと連携

して就労体験や各種セミナーの開催等に取り組みます。【雇用経済部】 

 

iv.津高等技術学校においてニーズに応じた訓練カリキュラムを策定し、離転職者

を対象とした委託訓練を実施し、一日も早い就職の実現を支援します。【雇用

経済部】 
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③ 多様な働き方の推進 

i.妊娠・出産・子育て等のさまざまなライフイベントを迎えても希望する形で就労

することができるよう、就労継続支援や再就職支援に取り組みます。【雇用経

済部】 

 

ii.働く意欲のある高齢者がこれまで培ってきた経験や能力を発揮できるよう、

心身の状況等に応じた多様な働き方の提供に取り組みます。【雇用経済部】 

 

iii.障がい者雇用の拡大と理解促進に向けた取組として、障がい者と共に働く地

域のカフェ等と連携して、理解の促進を図るとともに、働きやすい職場づくり

の支援を行います。【雇用経済部】 

 

iv.引き続き、障がい者の短時間雇用に取り組む企業の開拓やテレワークによる

障がい者雇用を推進するとともに、施設外就労「M.I.E モデル」の周知など、多

様で柔軟な働き方について更なる周知・普及を図ります。【雇用経済部】 

 

v. 農林水福連携により生産された農林水産物やその加工品の PR 活動を促進す

るため、農林水福連携に取り組む福祉事業所や農林水産事業者と理解ある企

業とのマッチングを支援します。【農林水産部】 

 

vi.「農福連携全国都道府県ネットワーク」との連携を強化する中で、全国の先進事

例や有効施策の調査をふまえ、農福連携効果の発信などに取り組むとともに、

民間協議会等と連携した農林水産業と福祉をつなぐワンストップ窓口を整備

し、県内推進体制の強化を図ります。【農林水産部】 

 

vii.ノウフク・ブランドの構築に向けて、専門家等の協力によるノウフク商品の販路

開拓や新商品の開発を支援するとともに、ノウフク・マルシェ等を活用しながら

消費者に向けたＰＲ活動に取り組みます。また福祉事業所の施設外就労の定着

に向け、コーディネーター等の配置を支援します。【農林水産部】 

 

viii.市町やその地域の福祉事業者、農業経営体および地域企業を核とした農福連

携の拠点づくりの取組を支援し、農福連携のさらなる発展を図ります。【農林

水産部】 

 

ix.林業と福祉とのマッチングを担うコーディネーターの育成や地域に根ざしたコ

ーディネーターによる情報発信・普及活動などの支援に取り組み、林業への障

がい者の就労機会の拡大を図ります。【農林水産部】 
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x. 昨今の漁業用資材価格高騰等の影響による漁具の修繕・再利用作業の需要の

高まりをふまえ、障がい者の就労や生きがいづくりの場の創出と漁業現場に

おける新たな労働力の確保に向け、水産関係者と福祉事業所等のマッチング

拡大に取り組みます。【農林水産部】 

 

xi.労働問題を解決するためのセーフティネットとして、三重県労働相談室におい

て労働相談に対応します。また、外国人住民の通訳を要する相談については、

労働相談への対応方法を共有しているみえ外国人相談サポートセンター

（MieCo）を案内します。【雇用経済部】 

 

xii.外国人が安心して就労できるよう、企業の受入体制の整備を促進し、適切な労

働環境の確保を図ります。【雇用経済部】 

 

（２）住宅確保 

① 「三重県生活相談支援センター」において、住まいに関する相談を受けるとと

もに、住居確保給付金の活用をはじめ、対象者の状況に応じた支援を行いま

す。【子ども・福祉部】 

 

② 高齢者、障がい者、子育て世帯、犯罪被害者等のうち住宅困窮度の高い世帯に

ついて、県営住宅の入居者の選考にあたり優先的な取扱いとすることで、居住

の安定を支援します。【県土整備部】 

 

③ 高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯等、住宅確保に特に配慮を要する者が

民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう居住支援活動を行います。【県土整備

部】 

 

（３）移動の確保 

① 元気な高齢者をはじめとする地域のさまざまな主体による生活支援サービス

の提供や通いの場の運営、移動支援など、市町による介護予防・日常生活支援

総合事業の取組を支援します。【医療保健部】 

 

② 地域における高齢者等の移動ニーズをきめ細かく把握するとともに、市町等

の移動サービス導入に係る取組への支援を行い、買い物や通院など日常生活

に必要な移動手段の確保に取り組みます。【地域連携・交通部】 
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５ 権利擁護の推進 

 

（１） 成年後見制度利用の促進 

成年後見制度の利用が必要な方を適切な支援につなげていけるよう、専門職団

体や家庭裁判所等の関係機関と連携した協議会の運営および中核機関の整備の

支援や市町職員等への研修等を通じて、市町の成年後見制度利用促進の体制整備

を総合的に支援します。【医療保健部】 

 

（２） 福祉サービスの利用援助 

判断能力が不十分な方に対して、福祉サービスの適切な利用支援や日常生活に

おける金銭管理の支援等を行う県社協による日常生活自立支援事業の実施を支

援することで、認知症高齢者や知的障がい者等の日常生活を支援します。【子ど

も・福祉部】 

 

（３） 差別解消、虐待防止の取組の推進 

① 市町および地域包括支援センターの職員を対象とした研修や養介護施設の従

事者や看護実務者を対象とした研修を実施し、高齢者虐待に関する正しい知識

や対応について普及啓発を行うなど高齢者の権利擁護を推進します。【医療保

健部】 

 

② 「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」およ

び「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の普及啓発を進めると

ともに、相談員による相談対応および紛争解決を図るための体制整備や、三重

県障がい者差別解消支援協議会における事例共有、検証など、社会的障壁の

除去を促進する取組を進めます。【子ども・福祉部】 

 

③ 「第３次三重県手話施策推進計画」に基づき、県民が手話を学習する機会の確

保や手話通訳を行う人材の育成に取り組むとともに、手話の使用を含む合理

的配慮の提供に関する事業者への支援を行うことで、手話を使いやすい環境

の整備を進めます。【子ども・福祉部】 

 

④ 障がい者虐待防止・権利擁護研修会を開催し障がい者虐待の未然防止と関係

者の対応力の向上を図るとともに、専門家チームの活用により虐待対応事例の

検討や事案に対する助言を得ることで専門性の向上を図ります。【子ども・福祉

部】 
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⑤ 「子どもを虐待から守る条例」に基づき、啓発活動を実施します。また、児童虐

待の未然防止、早期発見、早期対応を図るため、市町、学校、警察、医療機関等

の関係機関との連携を強化します。【子ども・福祉部】 

 

⑥ 市町が設置している隣保館において実施している生活上の各種相談事業や部

落差別（同和問題）をはじめとする人権課題の解決のための啓発等の各種事

業に要する費用の一部を支援します。【環境生活部】 

 

（４） 消費者被害の防止・救済 

① 「三重県消費生活センター」の相談体制を充実させるため、相談員の資質向上

を図るとともに、市町相談担当者からの相談に対して助言を行う「市町ホット

ライン」を運営し、市町の取組を支援します。【環境生活部】 

 

② 県全体の相談対応能力の向上のため、毎月１回の研修会を開催していくほか、

市町における消費者行政の推進を図るため、地方消費者行政強化交付金等の

活用について働きかけを行います。また、地域における啓発促進、見守力向上

のため、「消費者啓発地域リーダー」を養成するとともに、消費者安全確保地域

協議会（見守りネットワーク）の設置について、市町の消費者行政担当部署等

に対して働きかけを行います。【環境生活部】 
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推進項目３ 地域福祉を支える基盤整備（～福祉サービスの充実～）               

 

包括的な支援体制を整備し、普段の暮らしを継続していけるよう支援していくた

めに、公的支援をはじめとする各種サービスの充実や、地域福祉を支える人材の養

成・安定的確保などをはかります。 

人口減少社会の進展に伴い、今後、長きにわたり生産年齢人口が大きく減少して

いく見通しとなっている中、地域福祉を支える人材の確保にあたっては、「三重県人

材確保対策推進方針」に基づいた取組を推進していきます。 

 

１ 福祉人材の確保 

 

（１）福祉人材の確保 

① 「三重県福祉人材センター」において、無料職業紹介や求人・求職情報の発信

等を行うとともに、キャリア支援専門員を配置し、就職希望者と介護施設等と

のマッチングを支援します。【医療保健部】 

 

② 元気高齢者等が介護職員の周辺業務を担うことで介護職員の負担軽減と専

門職化が可能となるよう、介護助手の導入を推進します。【医療保健部】 

 

③ 介護職員の処遇改善に向けて、介護職員等処遇改善加算の新規取得を促進す

るため、研修会の開催や、社会保険労務士等による個別訪問を行います。【医

療保健部】 

 

④ 外国人介護人材の参入・定着を促進するため、介護施設等が実施する奨学金

支給や集合研修等の取組に対して支援するとともに、受入支援セミナーの開

催等により介護施設等における受入制度への理解促進を図ります。【医療保健

部】 

 

⑤ 外国人介護人材の受入れを促進するため、県内の介護施設等で就労を希望す

る外国人材と受入希望施設等とのマッチング機会の創出等に取り組みます。

【医療保健部】 

 

⑥ 外国人介護人材が受入施設で円滑に就労・定着できるよう、外国人介護職員

とのコミュニケーション支援や、介護福祉士の資格取得のための学習支援等の

取組に対して支援します。【医療保健部】 

 

施策の基本的な方向 

施策展開 
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⑦ 外国人介護人材の有望な送出国との関係構築に向けて、三重県での就労をＰ

Ｒする現地セミナーの開催等に取り組みます。【医療保健部】 

 

⑧ 各市町に配置され地域のさまざまな主体による生活支援サービスの創出等を

推進する生活支援コーディネーターの活動促進に係る市町の取組を支援しま

す。【医療保健部】 

 

⑨ 障がい福祉人材の給与等の改善を図るため、福祉・介護職員の処遇改善加算

に要する経費の一部を負担します。【子ども・福祉部】 

 

⑩ 障害福祉サービス、相談支援が円滑に実施されるよう、サービス等を提供する

者等への研修を実施することにより、人材を育成し、事業実施に必要な福祉人

材を確保します。【子ども・福祉部】 

 

⑪ 指定保育士養成施設に在籍し、保育士資格の取得をめざす学生に対して保育

士修学資金等の貸付を行うことで、保育士のなり手を増やします。【子ども・福

祉部】 

 

⑫ 三重県保育士・保育所支援センターにおいて、保育所等の紹介や求人情報を

提供するとともに、保育士の資格を有しながら保育所等に就労していない潜

在保育士に対する現場復帰のための相談支援や就職あっせん等を促進するな

ど、保育士等に関する人材バンク機能を強化することで、県内の保育所等で働

く人材を確保します。【子ども・福祉部】 

 

（２）若者等の参入促進 

① 若い世代や福祉職場に関心のある者に対し、福祉・介護職場の魅力を伝える

など、人材確保が困難な福祉・介護職場への人材の参入促進・定着支援を図り

ます。【医療保健部】 

 

② 介護福祉士養成施設で介護福祉士資格の取得をめざす学生を対象とした介

護福祉士修学資金や介護福祉士実務者研修受講資金、離職した一定の経験を

有する介護人材が再就職する際に必要な再就職準備金、他業種で働いていた

方が介護職として転職する際に必要な就職準備金、介護福祉士資格の取得を

めざす福祉系高校生徒を対象とした修学資金の貸付を行うことにより、質の

高い福祉・介護サービスを提供できる人材の確保を図ります。【医療保健部】 
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③ 次代を担う児童・生徒や地域住民が、「ふだんのくらし」のなかにどのような福

祉的課題があるか、学びを深め、主体的な地域福祉活動への参画につながる

よう、福祉教育に関する調査・研究や、地域を基盤とした福祉教育推進事業等

の県社協の取組を支援します。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

④ 地域において、地域住民の福祉活動への参画が進むよう、さまざまな課題や

好事例の共有を積極的に進めます。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

（３）働きやすい福祉職場づくりへの支援 

① 職場環境の改善に取り組んでいる介護事業所を「みえ働きやすい介護職場取

組宣言事業所」として証明し、その取組を広く公表することで、介護人材の参

入と定着を促進します。【医療保健部】 

  

② 臨床心理士の資格を持つ「保育士支援アドバイザー」を保育所等に派遣し、専

門的な見地から保育士等に対して相談支援を行うことで、働きやすい職場づ

くりを推進します。【子ども・福祉部】 

 

２ 福祉サービスの質の向上 

 

（１） 効果的な指導監査等の実施 

① 社会福祉法人の適正な運営、社会福祉施設等による適切なサービス提供の確

保に向け、法人や施設等に対し、有効で効率的な指導監査や運営指導等を実

施します。【子ども・福祉部】 

 

② オンラインの活用や動画配信による研修会、集団指導も組み合わせながら、実

地を基本とした監査や運営指導を実施します。【子ども・福祉部】 

 

③ 会計専門家や労務専門家の活用により、社会福祉法人等の適正な運営と勤務

環境の改善を促進し、提供される福祉サービスの質の向上に取り組みます。

【子ども・福祉部】  

  

（２） 社会福祉法人による公益的活動の促進 

① 社会福祉法人の指導監査の際に公益事業を行っている法人に対しては、地域

における公益的な取組の実施に努めているか確認します。【子ども・福祉部】 

 

② 介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、低所得者等に対して利用者

負担の軽減を行う場合に補助を行います。【医療保健部】 
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（３） 第三者評価の受審促進 

みえ福祉第三者評価制度の普及促進および評価調査者の質の向上を図り、福祉

サービスを行う法人等のサービスの質の向上をめざします。【子ども・福祉部】 

 

（４） 苦情解決体制の充実 

県社協に運営適正化委員会を設置し、日常生活自立支援事業の適正な運営の確

保を図るとともに、福祉サービス利用者等からの苦情相談に適切に対応すること

で問題解決を支援します。【子ども・福祉部】 

 

（５） 福祉人材の質の向上 

① 地域住民が要介護状態になっても、できる限り住み慣れた地域で自立した日

常生活を営むことができるよう、その中核を担う介護支援専門員に対して、資

質向上のための研修と資格管理を行います。【医療保健部】 

 

② 「社会福祉研修センター」が行う社会福祉関係の多様な研修事業を支援するこ

とにより、社会福祉施設職員の資質向上をめざします。【医療保健部】 

 

③ 介護支援専門員の資格取得や資質向上に必要な研修を実施します。【医療保

健部】 

 

④ 相談支援包括化推進員等の人材養成については、本計画における４つの基本

原則への理解が進み、実践につながるよう内容の充実を図ります。また、「社

会的処方を手がかりにしたリンクワーカー等の取組」や「コミュニティソーシャ

ルワーカーの取組」等を参考に、各市町において地域福祉を担う人材やさまざ

まな主体を発掘・養成するとともに、連携を活性化する能力などを向上させる

ための取組も実施します。【子ども・福祉部】《再掲》 

 

⑤ 多様化・高度化する保育ニーズ等に対応するため、保育士等や放課後児童支

援員等に求められる専門性の向上に向けた研修を実施します。【子ども・福祉

部】 

 

３ 福祉サービスの総合的提供方法のあり方 

 

（１）保健・医療との連携 

それぞれの地域で、その実情・特性に応じた在宅医療・介護連携体制が構築され

るよう、アドバイザーの派遣や研修会の開催等により市町の取組を支援します。

【医療保健部】 
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（２）共生型サービスの普及 

① 障がい者が介護保険の対象となっても、引き続き同一のサービスを受けるこ

とができるよう、共生型サービス事業者の指定を行います。【医療保健部】 

 

② 共生型サービスについて引き続き周知するとともに、介護サービス事業所か

ら共生型サービスの指定に係る問合せ等があった場合は助言を行います。【子

ども・福祉部】 

 

４ 福祉サービス提供におけるＩＣＴ技術等の活用 

 

（１） 介護ロボットの導入支援 

① 介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など、介護従事者が継続して

就労するための環境を整えるために行う介護ロボットの導入に係る経費の支

援を行います。【医療保健部】 

 

② 令和６年７月に設置した「みえ介護生産性向上支援センター」において、業務改

善等に関する各種相談対応や介護ロボット・ＩＣＴ機器の展示、専門家による伴

走支援など、介護サービス事業所等に対してワンストップ型の支援を行います。

【医療保健部】 

 

③ 障害者支援施設等における介護業務の負担軽減を図るため、ロボット等導入

に対する支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

（２） 福祉分野におけるＩＣＴ化の推進 

① 介護職場の環境改善や介護人材の確保の観点から、介護記録・情報共有・報酬

請求等の業務効率化のために行うＩＣＴの導入に係る経費の支援を行います。

【医療保健部】 

 

② 保育士等の業務負担を軽減するため、ＩＣＴの導入などを行う保育所等に対す

る支援を行います。【子ども・福祉部】 

 

③ 県内福祉事業者等がＤＸに取り組む機運を醸成するとともに、専門家や企業

と連携した相談支援等を行い、事務の効率化も含めた、各主体によるデジタル

技術を活用した取組を促進します。【総務部デジタル推進局】 
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第５章 計画に係る評価指標と推進体制                              

本計画は、個別計画と一体的に策定するものであることから、個別計画で指標を

策定するものは、個別計画で進捗管理を行うものとし、本計画の基本理念等をふま

え、次のとおり評価指標を設定します。 

計画の推進にあたっては、学識経験者や市町代表、県・市町社協、関係団体で構成

する「三重県地域福祉推進会議」において、評価指標の達成状況や、個別計画の進捗

状況等をふまえ、定期的に評価・検証し、着実な推進を図ります。 

また、一体的に策定する各福祉分野の個別計画の改定状況や、地域福祉を取り巻

く状況の変化をふまえ、取組内容を見直していきます。 

 
指標 現状値 令和 11 年度 

目標値 

多機関協働による包括的相談

支援体制整備市町数 
14 市町 

29 市町 

（令和 8 年度）※１ 

地域福祉計画策定市町数 18 市町 29 市町 

包括的な支援体制の整備に向

けた後方支援実施市町数※２ 
― 

29 市町 

（累計値） 

 

※１みえ元気プラン KPI 

※２計画期間中に、県が研修等を通じ、相談支援包括化推進員の養成や包括的な支援体

制の整備の支援などを行った市町数 
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事例集                                               

１ はじめに                                              

第二期三重県地域福祉支援計画では、基本理念に「みんな広く包み込む地域社会 

三重」を掲げ、地域に暮らす誰もが、さまざまな課題を抱えながらも住み慣れた地域

で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生

きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現をめざしてい

ます 

市町、社会福祉協議会、関係団体等が他団体の取組を参考としていただくことで、

当計画の着実な推進につなげられるよう、三重県地域福祉推進会議からの推薦に基

づき、各取組の実施主体に記載いただいた事例を紹介します。 

なお、事例については県ホームページに掲載し、今後の展開内容、計画期間中に新

たに取り組まれる事例等も含め、三重県地域福祉推進会議に諮った上で更新を行っ

ていきます。 

 

 

２ 事例一覧                                              

◇推進項目１ 地域における支え合い体制 

 

 

 

 

事例１ 各地区に設置した「福祉まるごと相談室」 

～「福祉まるごと相談室」と地域包括支援センターとの協働・連携体制～ 

＜松阪市＞ ································································ 7６ 

事例２ 社会的処方を手がかりにしたリンクワーカーを活用した地域づくり 

～地域住民とともにつくる包括的な支援体制～ 

＜名張市＞ ································································ ７９ 

事例３ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）を活用した多機関連携 

～CSW を起点とした包括的な支援体制の整備、教育と福祉の連携事例～ 

＜亀山市＞ ································································ ８３ 

事例４ 町における包括的な支援体制 

＜御浜町＞ ································································ ８６ 

事例５ 学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた実証事業 

～福祉総合支援センターにおいていじめの相談から解決まで取り組む手法～ 

＜伊勢市＞ ································································ ８９ 

事例６ 社会福祉協議会における社会的インパクト志向の地域福祉活動計画策定プ

ロセス～評価指標の工夫を行った事例～ 

＜伊賀市社会福祉協議会＞ ·············································· ９１ 

 

それぞれの地域にある社会資源を活用し、当事者の属性や年代を問わず相談を受け止め

る包括的な支援体制を整備しています。行政と地域の住民、関係団体、企業等が議論を

重ねながら、さまざまな主体が連携して包括的な支援体制の整備をめざしています。 
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事例７ 校内居場所カフェの取組 

～子どもたちを待つのではなく学校に居場所カフェを設置した事例～ 

＜NPO 法人 太陽の家＞ ················································ 9４ 

事例８ ボランティア活動の拡大に向けた「支え合い応援企業」との連携 

～企業と意見交換を行い、よりよい活動を進める事例～ 

＜いなべ市＞ ····························································· ９６ 

事例９ 地域と一緒に子どもを支える「フードドライブ（食品寄付集め）」の取組 

＜NPO 法人 太陽の家＞ ················································ ９８ 

 

◇推進項目２ 暮らしを支える取組の推進 

 

 

 

 

事例１０ 「ふれあいサロンみちくさ」における居場所づくり・社会参加支援 

～ボランティア団体と当事者団体が中心となって社会参加支援を行う事例～ 

＜桑名市社会福祉協議会＞ ············································ １００ 

事例 1１ 「いがぐりプロジェクト」における就労支援、居場所づくり 

～地域企業と連携して就労支援、居場所づくりを推進する事例～ 

＜伊賀市社会福祉協議会＞ ············································ １０３ 

事例 1２ ワークステーションいせ～働きづらさを抱えた人への就労支援～ 

＜伊勢市＞ ······························································ １０６ 

事例 1３ 相談支援と一体となった就労・交流体験、居場所づくりの取組 

＜鳥羽市＞ ······························································ １０８ 

 

◇推進項目３ 地域福祉を支える基盤整備 

 

 

 

事例 1４ 紀南地域における人材確保・育成 

～地域の関係団体が共同で、人材確保方針を作成し推進する事例～ 

＜御浜町社会福祉協議会＞ ············································· １１１ 

 

社会参加、就労支援など、生きづらさに直面する人と支援する人たちが一緒に、誰もがそ

れぞれ活躍することのできるまちづくり・人づくり・場づくりに取り組んでいます。 

わたしたちの未来を創り支える福祉人材を育て、働き続けたい職場づくり、人材確保に地

域一体となって取り組んでいます。 

誰もが安心して通い、過ごすことができる居場所づくり、ボランティア活動の拡大に向けた

取組等を通じて、地域の住民や企業との交流を図り、地域における支援活動を推進してい

ます。 
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事例１ 各地区に設置した「福祉まるごと相談室」 

●主な事業主体、連携主体 

松阪市では、既存の体制を活かしながら身近な地域でも重層的支援体制整備事業

の各事業が展開されるような体制を構築するため、重層的支援体制整備事業の各事

業に「福祉まるごと相談室」の取組を位置づけています。 

高齢期の支援を地域で包括的に確保する「地域包括ケアシステム」の取組を高齢者

に対する支援に限定することなく、子どもや障がい者等、世帯全体を対象とした支援

に深化・進化させていくことは、地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の

構築につながります。全世代を対象に支援を行う「福祉まるごと相談室」と地域包括

支援センターが協働し、連携しやすい体制を築くために、原則として地域包括支援セ

ンターの運営法人に「福祉まるごと相談室」の業務を一部委託し、一体的に実施して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現状、課題 

高齢者福祉、障がい福祉、

子育て支援、生活困窮など各

制度の充実が図られている一

方で、少子高齢化や家族・地

域社会の変化などにより、地

域生活課題が複雑化・多様化

し、従来の福祉制度では対応

しきれない課題や分野別の窓

口だけでは対応困難なケースも多くあります。 

このような中、松阪市では、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を構築するため、令和５（２０２３）年度から「重層的支援体制整備

事業」を本格実施しました。また、身近な地域で相談を受け止め、地域、行政、専門職

等が連携して地域で支えあう体制をつくるため市内各地に「福祉まるごと相談室」の

設置をしております。 
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【松阪市における重層的支援体制整備事業の支援フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組概要 

【福祉まるごと相談室 ６つの取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 

 

●取組におけるポイント 

・ 「福祉まるごと相談室」に福祉職、医療職、地域づくり支援職員を配置し、世代や

属性を超えた相談を受け止め、自治会や民生委員・児童委員、専門支援機関と連

携して必要な支援を行っています。また、地域課題、ニーズの把握も行うとともに、

健康づくり、介護予防の推進の取組も行い支え合いの地域づくりに繋げ、地域の

福祉基盤の強化に取り組んでいます。 

・ 地域の課題やニーズ対応から地域の取組について協議・発案を行うため、福祉ま

るごと相談室が中心となり、地域包括支援センターや社会福祉協議会等の地域

担当者で構成する「地域まるごとサポートチーム」を結成しました。 

・ 地元自治会や民生委員・児童委員等の地域の担い手の方との連携、社会福祉協

議会を福祉まるごと相談室のコアメンバーと位置づけるなど、アウトリーチ等事

業や参加支援事業、地域づくり事業を身近な地域単位で一体的に実施していま

す。 

 

●今後の展開について 

「福祉まるごと相談室」は、おおむね中学校区に1か所を基本とし、令和４（２０２２）

年度から令和 6（２０２４）年度までに１０か所開設しました。令和 7（２０２５）年度まで

に市内全域（全 13 か所）に「福祉まるごと相談室」を設置します。身近な地域での相

談室だからこそできる、アウトリーチ機能、地域での見守り体制、社会とのつながり

づくり・参加支援などは強みだと考えます。   

今後、福祉の領域を越えて地域のさまざまな団体・資源とのつながりづくりや仕組

みづくり、理念の共有を行いながら、松阪市における地域共生社会の実現に向けた

取組を進めていきます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   松阪市健康福祉部健康福祉総務課 

   電話番号：0598-53-4089 

   メールアドレス：kenfuksou.div@city.matsusaka.mie.jp 
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事例２ 社会的処方を手がかりにしたリンクワーカーを活用した地域づくり 

 

 

●主な事業主体、連携主体 

事業主体：名張市福祉子ども部地域包括支援センター 

（「まちの保健室」との一体的活動） 

連携主体：地域づくり組織、民生委員・児童委員、ボランティア団体 等 

名賀医師会、伊賀薬剤師会等「在宅医療・介護支援連携機関」 

名張市社会福祉協議会 等 

 

●現状、課題 

地域共生社会の実現に向け、名張市では、“つながり”“連携”を重視したさまざま

な取組を進めてきました。 

急速な高齢化、複雑で多分野にまたがる困難を抱える事例が増えるなかで、制度

の隙間で埋もれる方々を包括的な支援につなぐために、保健・医療・介護・福祉等、さ

まざまな分野を越え、専門職や地域住民が共にのりしろを伸ばすようなつながりづ

くりが今後ますます必要となります。 

住民主体の地域づくり活動、地域の身近な総合相談の窓口「まちの保健室」を土台

とし、多機関協働のつながりのネットワーク「名張市地域福祉教育総合支援ネットワ

ーク」など、さまざまなつながりの仕組みの連携強化が求められます。人間中心性・エ

ンパワメント・共創という「社会的処方」の理念を手がかりに、つながりの深化・発展

に向けた活動に取り組みました。 

 

 

●取組概要 

社会的リスクを背景に持ち、健康課題を抱える市民を地域の支援機関へつなぎ、

かかりつけ医、保健師、ソーシャルワーカー、相談支援包括化推進員、生活支援コー

ディネーター等の専門職が、地域住民、ボランティア、行政等が連携しながら、地域資

源（通いの場等）を開発・活用するなどして健康面と社会生活面の支援を一体的に実

施する「社会的処方」を手がかりにした仕組みの構築に向けた体制整備・人材育成な

どを進めています。 

社会的処方の取組は、下記のモデル事業を受託・活用しながら実践を重ねました。 

◇令和２・３（２０２０・２０２１）年度：三重県「地域資源コーディネート機能強化事業」 

◇令和３・４・５(2021・２０２２・２０２３)年度： 

厚生労働省保険局「保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づ

くり事業（モデル事業）」 
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○「つながりサポート～名賀医師会等との情報連携支援」 

社会生活面において支援が必要ではないかと思われる方を、医師や薬剤師等の関

係機関から、地域包括支援センターに情報をつなぐことで、その方が必要とする公的

な制度につないだり、また地域の中でのつながりづくりの活動などの支援に展開し

ています。 

 

 

○地域住民を対象としたリンクワーカー養成の取組事例 

リンクワーカー養成では、「社会的処方」の理念やリンクワーカーの概念、社会的背

景の理解を深めるための講義・事例検討・ワークショップ等の実践的な活動を組み合

わせ、地域共生社会や地域包括ケアシステムの実践を進めるための人材育成に取り

組んでいます。  

名張市では、専門職だけでなく、地域住民を対象とした活動に共に取り組むことで、

双方につながりを創る人材として育ちあう取組としています。 

『ステイホームダイアリー』 

交換日記を活用した新たなつながりづくりに取り組んでいます。高校生、大学生、

ボランティアの皆さん、子育て世代、休学、休職中の皆さん等対象者を限定せずにお

声がけをおこない、3 人一組で交換日記を回してもらいます。交換日記は、地域包括

支援センターやまちの保健室職員からの声かけで参加する人が多いですが、一度参

加した人が、次の年には興味を持ちそうな人を誘い、その人がまた誘うといった口コ

ミでの参加もあります。中には、参加者が SNS にあげた「参加してみますー！」の投

稿に反応して申し込みをする人もいました。交換日記の受け渡しは、住んでいる地域

のまちの保健室でします。交換日記は、職員も見るということを前提としていますの

で、交換日記を介して、書かれたことについて対話が弾み、関係構築にもつながって

います。 
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SNS でのコミュニケーションが増える中、あえて手書きにすることで、自身を振り

返る機会となり、またさまざまな価値観や多様性に触れ、仲間とのつながりの中で

自己肯定感が高まり、意識変容・行動変容などの変化が生まれて、つながりの効果が

広がっています。 

下記は、参加した人の変化や活動の広がりの一例です。 

○ひきこもり状態だった 20 代男性：ダイアリー仲間が出演するという演奏会に、

手土産をもって応援にお出かけ！ 

○失業中の５０代男性：就労活動をはじめ、仕事が決まったと嬉しそうに知らせて

くれる！ 

○不登校の子の育児で悩んでいた４０代女性：不登校の子や親の居場所をつくり

たいと書き綴り、ダイアリー仲間に「それイイね！！」と励まされ、実際に居場所

づくりの活動が始まった！ 

○不登校状態だった中学３年生の女性：高齢の医師と地域ボランティア女性との 3

人一組。人生の先輩との交流を通じて、心理学を学びたいという意欲が湧いて

きて、定時制高校を受験し、楽しく通い始めた！ 

 

書き綴られた日記から、専門職は社会的処方のタネ（地域の面白いネタ）を収集し、

まち歩きをしたり、さまざまな人が活用できるようマッピング（可視化ツール作成）を

行い、地域資源の見える化と創出につなげています。 

このプロセスを踏みながら、「つながりづくり」「社会参加」「こころの健康づくり」に

つながり、地域をつなぐ活動に取り組む人材（リンクワーカー）を育成します。 
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●取組におけるポイント 

「社会的処方」という新しいワードへの抵抗や、縦割りの事業として存在していな

い取組であるがゆえの展開の難しさ、理念や実践の理解を得るための説明などにも

苦労しました。 

「社会的処方」は特別な取組ということではなく、どの事業にも共通する大事な視

点があり、つながりによる地域の元気づくり、予防的な地域づくりにつながる活動で

あるというシンプルなメッセージとすることが大事であると考えています。また、分

野・職種・地域を越えて、専門職も地域住民も、共に支え合い、面白さのある自由度

の高い活動であることが大切であると考えています。 

 

●今後の展開について 

令和２（２０２０）年度から５(2023)年度までは、三重県や厚生労働省のモデル事

業を活用した展開としていましたが、令和６（２０２４）年度からは「重層的支援体制整

備事業」や「一般介護予防事業」等で全ての取組を継続実施しています。 

「本人の願いや希望を活動の起点にすること」 

「その活動を通じて関わる者同士がエンパワーされていくこと」 

「支援する側・される側の垣根を越えて、活動を共に創っていくこと」 

この社会的処方の３つの理念は、日常の業務に追われ、大事な観点を見落としが

ちになる行政や専門職にとって錆びついたセンスを磨きなおす機会にもなります。

今後も「社会的処方」を手がかりに、分野を横串に刺して、各々ののりしろを広げるよ

うなつながりの実践を重ねていきたいと考えています。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   名張市福祉子ども部地域包括支援センター 

   電話番号：0595-63-7833 

   メールアドレス：houkatsu-c@city.nabari.lg.jp 
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事例３ コミュニティソーシャルワーカーを活用した多機関連携 

～包括的な支援体制整備～ 

 

●主な事業主体、連携主体 

  事業主体：亀山市 健康福祉部 地域福祉課（福祉総務グループ） 

  委 託 先：社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 

  主な連携主体：小中学校、高等学校、特別支援学校、教育委員会、NPO 法人、障害福祉

サービス事業所、医療機関、法務少年支援センター、警察、児童相談所、

主任児童委員、サポートステーション、市関係部署等 

 

●現状、課題 

「生きづらさ」を抱える人の増加 

近年、地域や家族等の共同体としての「つながり」が脆弱化する中で、身近に相談

する相手がなく地域で孤立、「生きづらさ」を抱える人が増加しつつある中、本市に

おいても、そういった世帯が顕在化しています。 

 

「制度の狭間や複雑化・複合化した課題」を抱える世帯に対する支援 

個人情報は、本人同意がなければ情報共有が困難であるため、必要な支援方法

を検討できず、深刻な状態の見過ごしや、未然防止の措置をとることができていま

せんでした。本市では、生活困窮者自立支援法や社会福祉法の改正により、支援会

議が法定化されたことを受け、会議体を設置・運用しています。 

 

学校現場における課題を抱える「児童・生徒や、その家族」への支援 

学校現場で把握できる児童・生徒や保護者の姿は断片的であり、世帯全体の状況

や家族関係などを把握することは困難です。学校での個別対応には限界があり、ど

こまで家庭に踏み込むかというジレンマを抱えるとともに、対応が困難なときにつ

なげる福祉の相談窓口や方法を明確に把握できていませんでした。 

 

教育分野における「課題」の認識 

経済的な貧困の子ども以外にも、経済的には困窮していなくとも、親子の関係や

愛情が希薄であるため、結果的に子どもが貧困と同じような状況である「文化的な

貧困」に陥っている子どもが顕在化し、子どもを支える支援のみならず、家族全体

を支える仕組みやチームによる支援が必要です。 
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●取組概要 

市に事業の司令塔となる相談支援包括化推進員を配置し、その具体的な取組を

社協が実行できるよう役割分担を行っています。事業の実施にあわせ、案件に応じ

て必要な関係者を会議の構成員とし、本人同意の有無に関係なく、情報共有や情報

交換などができる支援（サポート担当者）会議や、世帯全体の支援の方向性をまと

めたプランを作成・管理する重層的支援（相談支援包括化サポート）会議を開催して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組におけるポイント 

 （１）複合課題相談支援「つながるシート」の導入・運用、市の関係部署への全庁展開 

令和２（２０２０）年度から、子ども、障がい、高

齢、生活困窮など、分野を超えた複雑化・複合化し

た福祉課題を抱えた世帯を、市と社協につなげる

「つながるシート※」を導入・運用するとともに、福祉

分野の支援関係機関を中心に、毎年度、市と社協

が事業周知を行っています。また、令和３（２０２１）

年度からは、市民の福祉課題に直面する機会が多

いと思われる課（市民相談、税、水道、環境、教育、

病院等）を選定した上で、事業概要や「つながるシ

ート」の利活用などを訪問説明し、全庁展開を継続

的に行っています。 

※提出件数は、令和２（２０２０）年度は 14 件でし

たが、令和５（２０２３）年度は小中学校を中心に

26 件となり増加傾向 
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 （２）つながるシートの利活用事例「教育と福祉の連携」 

学校から、子どもの食事が不十分、家が不衛生、家計が回っていないと思われる

世帯があるとの相談。父との関係性が良好な先生が、CSW に相談することを提案

し、世帯の支援に必要な教育・福祉分野の関係機関とサポート担当者会議を開催し、

支援の方向性をまとめたプランを作成・管理しながら、相談支援を継続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業効果】 

➢ 世帯の課題を解きほぐし、支援に必要な関係機関の役割分担を図りました。 

➢ 各支援機関が支援対象者以外の情報を把握しながら、分野を超えたチーム支

援が可能となりました。 

 

●今後の展開について 

相談支援包括化サポート会議機能の充実・強化 

これまで、主に個別ケースを取り扱ってきた相談支援包括化サポート会議につい

て、個別支援から顕在化した課題を仕組みづくりに転換できるよう、新たな機能と

して、庁内外の分野を超えた仕組みづくりの協議や検討が可能となる場の設置に向

けた準備・検討を進めていきます。 

 

教育・福祉分野のさらなる連携強化 

本市においても、不登校児童・生徒が年々増加傾向にあることから、教育・福祉分

野のさらなる連携強化に向けた取組として、義務教育修了後、不登校の継続が予測

される生徒や継続的なサポートが必要である生徒の情報について福祉分野を中心

とした関係機関で共有できる場の設置・運用に取り組んでいきます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

亀山市健康福祉部地域福祉課   電話番号：0595-84-3311 

メールアドレス：fukushi@city.kameyama.mie.jp 
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事例４  町における包括的な支援体制 

～どの様に重層的支援体制整備事業を活用して整備したのか～ 

 

●主な事業主体、連携主体 

  御浜町・御浜町社会福祉協議会 

 

●現状、課題 

人口減少や少子高齢化が進み社会的環境が変化する中、福祉的課題や取組みに

関するニーズも変化し複雑化・複合化して、一つの分野での課題解決が困難な状況と

なってきていました。また、地域を支える担い手として、医療・介護・福祉における専

門職だけでなく、地域を支えるボランティアや自治会組織等も人材不足が深刻な状

況となっていました。 

 

●取組概要 

 １ 取り組むことに至った経緯 

    御浜町では、行政が策定する「地域福祉計画」と社協が策定する「地域福祉活

動計画」を一体型の計画として策定しており、その過程で現状における課題を共

有し、具体的な対応策を検討していたところ、「我が事・丸ごと」のまちづくり推

進事業に取り組むこととなり、その流れから「重層的支援体制整備事業」へと移

行しました。 

  

２ 体制の検討 

    大きな流れとして、相談支援のフローと居場所づくりの方針について検討し、

町としての方針を決めました。（次頁 図１および図２を参照） 
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 図１（相談支援のフロー図） 

 

 図２（町としての体制図） 
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●取組におけるポイント 

 ・総合相談窓口を行政機関と社協に設置し、住民が相談しやすいところへ行けるよ

うにしました。 

 ・分野を問わない総合相談としたことで、住民がどの分野の相談になるのかを考え

る必要がないようにしました。 

 ・居場所づくりを進めるにあたり、誰でも参加できる場所ということではなく、個別

のニーズに合わせたオーダーメイドの居場所づくりを行うこととしたため、個別の

ニーズを拾いあげるための座談会を毎年地区別に開催することとしました。 

 ・総括的に事業や相談を調整するコーディネーターを、行政側と社協側にそれぞれ

配置しました。 

 ・ひきこもり支援などでの相談支援を行っていく上で、臨床心理士や弁護士といっ

た専門職に支援者が相談できる体制を整備しました。 

 ・個別の支援会議に諮るほどではないが、それぞれの担当者が今後心配されるケー

スとして抱えているものを共有するため、年 3 回から 4 回程度の定例支援会議を

開催して、課題共有する機会を確保するようにししました。 

 ・個別のケースではなく、地域課題に関する検討ができる支援会議についても、別

途定例会議として開催することとしました。 

 

 ・支援会議の開催について、「地域課題を協議する会議」「個別のケースについて随

時対応で協議する会議」「課題解決に向けた個別ケースの会議」を実施するに至っ

てはいないものについて、事前に関係者で共有したり、担当者が気付いてない点

の意見がもらえる会議」といった具合で複数の形態を設置し、会議に参加する人の

選定権限をコーディネーターが持つこととし、会議ごとに参加者を変えることがで

きることとしました。 

 

●今後の展開について 

事業または支援会議等の調整を行うコーディネーターの役割が大きいことから、

コーディネーターが変更されても仕組みが機能する体制づくりを進めます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   御浜町健康福祉課 

   電話番号：05979-3-0514 

   メールアドレス：m-kenkou@town.mie-mihama.lg.jp 
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事例５ 学校外からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた実証事業 

 

●主な事業主体、連携主体 

伊勢市、伊勢市教育委員会・学校、要保護児童対策地域協議会 等 

 

●現状、課題 

児童を取り巻く相談対応件数は、全国の傾向と同様に伊勢市でも依然として

増加傾向にあり、いじめや児童虐待をはじめとしたこども家庭問題は市全体で

解決すべき重要な課題となっています。 

こうした状況をふまえ、令和５（２０２３）年には、伊勢市駅前再開発ビルに

「伊勢市健康福祉ステーション」を開設し、こどもから家庭全体まで包括的に支

援する福祉における総合相談体制を整備し、誰一人取り残さない取組を進めて

います。 

令和５（２０２３）年度に、こども家庭庁「学校外からのアプローチによるい

じめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証」の取組団体として採択され、

学校外（首長部局）からのアプローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた

モデルケース構築を目指すことを目的とし、福祉総合支援センター（首長部局）

において教育部局と密に連携しながら、いじめの相談から解決まで取り組む手

法等の開発・実証に取り組んでいます。 

 

●取組概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●取組におけるポイント 
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●取組におけるポイント 

・いじめ報告相談アプリをとおして、いじめをはじめとしたこどものさまざまな

悩み（自傷、不登校、家族関係、学校関係、ネット関係など）が見えてきました。 

いじめ、保護者からの虐待、学業・進路、心身の健康等、学校や家庭といった大

人を介せずこども達の声を直に聞くことができるため、相談を受けた大人のバイ

アスがかかることなくこどもの気持ちを知ることができています。 

・対象家庭の状況により、障がいサービスなどさまざまな福祉サービスなどにつ

なげられることが当課で相談を受ける強みであり、また、一時保護など早期介入

が必要な場合、こどもを取り巻く資源との関係性ができているため、ネットワー

クを活用して迅速な支援することができています。 

・これまでもいじめアンケート・生活アンケート・教育相談など、こども一人ひと

りから悩みを聞く機会は学校現場で設けていただいています。そのため、アプリ

はあくまでも相談できる「選択肢」が増えたことであり、アプリへ寄せられる相

談によって、学校で見せていない児童・生徒の一面を知ることができれば、学校

におけるアプローチと相まって、いじめの重大化防止に資する取組になると感

じています。 

 

●今後の展開について 

本事業のいじめ防止対策を入口として、こどもたちはどういったことに苦痛

を感じ、こどもたちの間でどういった問題が起こっているのか、こどもの声を直

接聞くことで困りごとや課題の把握ができるようになりました。 

いじめに限らず幅広くこどもたちを支える機会と捉え、今後は、生活困窮・障

がい・親子関係などさまざまな観点で、こどもにとって最適な支援や発生しうる

福祉課題を検証し、汎用モデルとして全国に横展開できるよう各取組の効果を

体系化していく段階であると考えています。 

【R5(2023)年度実績 R5(2023).11～R6(2024).3】 

相談件数 合計 526件 

 191件（36.3％）その他（学校外での活動・習いごと等） 

 140 件（26.6％）学校関係（教員・友人・クラスメートとの関係、落ち込み等） 

  67件（12.7％）心とからだ（健康、保健、性、恋愛） 

  54件（10.3％）家族関係（虐待、その他家族関係） 

  50件（ 9.5％）いじめ（被害報告、目撃報告等） 

  13件（ 2.5％）自分を傷つける行為（自殺、自傷） 

   7件（ 1.3％）不登校（登校不安等） 

   4件（ 0.8％）ネット関係（友人との関係、トラブル等） 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   伊勢市福祉総合支援センターよりそい こども家庭相談係 

   電話番号：0596-21-5716 メールアドレス：k-katei@city.ise.lg.jp 
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事例６ 社会福祉協議会における社会的インパクト志向の 

地域福祉活動計画策定プロセス 

 

●主な事業主体、連携主体 

本来、計画策定にあたっては、地域住民や地域団体、関係機関等多様な主体と連

携し、社会課題を伝えながら共感を得て課題解決への参画を促す機会を提供するべ

きでありました。しかし、市の地域福祉計画との連動を図る中で、コロナ禍の影響に

よりタウンミーティングの実施が困難となり、急遽、一部の社会課題に関する説明動

画を社協職員主体で作成し、意見徴収会を実施する対応を取りました。動画、エビデ

ンスに加えて、当事者の現状をインタビューなどで収録し、生の声を届けることで、社

会課題を我が事として感じることができる説明や情報を加え、興味・関心および共感

を得るように工夫しました。 

推進段階においては、企業や団体等から、社会課題解決への協力を得ることがで

きました。 

 

●現状、課題 

これまでの伊賀市地域福祉活動計画（以下、計画）では、地域福祉を推進するため

の活動や事業等の「手段」を中心に据えており、手段が目的化されるケースも散見さ

れました。また、社会課題の特定が不十分であったため、解決に最適な活動や事業の

選定が必ずしも適切とは言い切れませんでした。 

それらの要因として、①既存事業の業務改善や思い付きによる事業開発中心とな

る計画策定、②市民や企業等の共感や理解を得にくい構造、③多様な主体の十分な

参画が確保されていない点、④社会課題解決にどれだけ寄与したかを計る評価指標

が整備されていない点等の課題があげられます。そこでこれらの打開策として、第４

次計画の策定では、社会的インパクト志向（実現したい目標）の計画づくりの導入を

試みました。   

インパクトゴールの作成においては、行政と相談しながら目標設定をし、市の施策

（地域福祉計画）と連動した推進体制をめざしました。 

 

 

●取組概要 

計画策定では、市民の直面している地域生活課題から１２の社会課題を設定し、各

課題のエビデンスの洗い出しなどによる「①社会課題の明確化」、「②実現したい目標

（社会的インパクト）の設定（図２）」、目標からバックキャスティングで解決策を考える

ための「③ロジックモデル作成（図３）」、そこから 5 年間で実施するべき内容に関す

る「④計画への落とし込み」、「⑤評価方法設定」等の順で作成を行いました。また、ロ

ジックモデル作成の時点で評価を意識して計画し、計画には評価指標の例も示しまし

た。 
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図 1. ロジック策定プロセスと多様な主体の巻き込みイメージ 
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●取組におけるポイント 

ロジックモデルを計画策定に取り入れるためには職員のスキル向上が必要であ

り、職員約 20 名が 5 回(15 時間)の全体研修のほか、社会課題別のロジックや動

画作成アドバイザリーを受けるなど、一人当たり延べ 100 時間を超える膨大な作業

量となり、非常に苦労しました。 

評価方法の設定では、ロジックモデル作成時点でインパクトゴールやアウトカム（社

会に起こった変化）を評価しやすさを意識して設計しました。また、計画に予め評価

指標の例を示すことで、社会の変化を測定しやすいように工夫しました。これらの評

価結果をもとに、活動の改善や報告、広報などに活用しています。 

計画の推進における評価指標は、参加者数やイベント開催数等の事業の直接的な

結果（アウトプット）に重きを置く傾向にありますが、社会や環境への変化を測る「ア

ウトカム評価」も導入しました。その結果、事業単位でのミクロ視点における社会的イ

ンパクトを把握することが可能になりました。これにより、社会課題の解決につなが

る協働の実現や職員のモチベーション向上、寄付金増加による補助金減少のリスク

軽減、社会資源開発時における「社会課題解決への有効性」を判断基準に追加するな

どの効果が得られました。 

 

●今後の展開について 

ロジックモデルは、作成当初は時間と労力を要しますが、次期計画においては毎年

の見直しで精度が向上したロジックモデルを確認しながら策定に臨むことができる

ため、業務量は軽減できるものと予測しています。しかし、次期計画策定までの５年

間で早期に取り組むべき新たな生活課題も発生しており、新たなロジックモデルを

策定する必要が出てきています。 

社会課題解決に向けた対策事業の推進を通じ、地域社会の変化を意識した評価を

進めているものの、実際にデータ抽出の段階で、社会的インパクトに結びつく変化を

測る難しさに直面しており、アウトカム評価は依然として十分に機能していない状況

にあります。また、地域全体や政策レベルでの支援を評価するマクロレベルの先行事

例がなく、学習機会も不足しており、業務量も課題となっています。 

計画が、社会課題解決のロードマップとして、地域や団体・企業・関係機関等、多様

な主体と共にゴールに向けて取り組み、達成までの到達点を測れるように引き続き

取り組んでいきます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会 

   電話番号：0595-２１－５８６６ 

   メールアドレス：info@hanzou.or.jp 
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事例７ 校内居場所カフェの取組 

 

●主な事業主体、連携主体 

事業主体：NPO 法人 太陽の家 

連携主体：三重県立北星高等学校、桑名市立明正中学校、四日市市社会福祉協議会 

 

●現状、課題 

校内居場所カフェは、「居場所に子ども達が来るのを待つ」のではなく、「子どもた

ちが普段いる場所に居場所を作る」というアウトリーチの発想から生まれました。 

県内には子ども食堂等の居場所が増えてきましたが、距離が遠く車での送迎が必

要など「子どもが自分自身で行ける場所が少ない」という課題がありました。また、情

報が届きにくい家庭や、貧困支援の印象があり子どもを行かせにくいと感じる家庭

もあるなど、全ての子どもが利用できる環境にはない事も課題にありました。 

こうした課題を受けて、「子どもたちが普段いる学校に居場所があれば、どの子も

来られる居場所になるのでは？」と考え、校内居場所カフェの取組を始めました。 

 

●取組概要 

校内居場所カフェは、学校内の教室（1、2 室）を活用し、昼休みや夕方の時間帯や

土日等に月 1〜3 回程度開催しています。各校、利用者数は月 30 名〜100 名ほど。

運営は、地域の NPO、社協職員、学校と連携して行っています。子どもたちが自由に

立ち寄れる居心地のよい居場所を大切にしています。 

 

【提供内容】 

・一人席やグループ席等利用者が選べる机の配置。 

・ドリンク、軽食、お菓子の提供。 

・BGM を自由に流したり、遊びなどの小道具（おもちゃ、ボードゲーム・パソコン等）

も提供し、生徒が楽しめ、気楽に過ごせる場を提供。 

・静かに過ごすスペースや勉強スペース等、交流や騒がしさが苦手な子や、自分のこ

とに集中したい子のスペースも用意。 

・ちょっとしたイベントの実施。季節ごとの楽しいイベントや、学びや趣味に関するミ

ニワークショップを開催。 

・ボランティアスタッフによる見守り、交流、遊びや学びなどの提供。必要に応じて相

談支援につなげる役割も担う。 
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●取組におけるポイント 

【工夫した点】 

・「誰もが来られる場所」にするため、多様な過ごし方ができるように席や小物等を工

夫しました。 

・「居心地のよい、安全安心な居場所」にするため、大人の関わり方について工夫し研

修実施などで落とし込みました。 

・「文化的体験」ができるよう季節行事や習い事等学びコンテンツを用意しました。地

域のボランティアさんがそれぞれの得意を提供し、子ども達はさまざまな文化的な

体験に触れる事ができます。 

・「困る前に繋がり、困った時に頼れる」。居場所で自然と繋がり、カフェの回数を重ね

ることで信頼も積み重なり、困ったときに頼れる関係性が構築することができます。

通常、相談する事はとてもハードルが高いものですが、気軽に相談できるようにな

りました。 

・「スティグマを生まない支援」を実施しています。支援を受ける事は恥と感じてしま

う人が多いですが、誰もが利用できる居場所にすることで、スティグマを持ちにくく

なります。 

・「卒業しても来られる」場所になれるよう工夫しています。卒業したら学校との関係

も切れがちで、進学等の新しいステージに移ったときにそれまでの頼れる慣れた学

校がなくなることは子どもにとって影響が大きいものです。校内カフェでは、卒業

後もボランティアとして参加するなど、学校に戻って来られる場所として機能して

います。 

・「学校と地域の協力体制」を構築し、学校や NPO 単体ではできない子ども支援の

枠組みを構築しています。子ども達が集まる場所（学校）で、地域の NPO の知見を

活用し、子どもたちを地域で支える取組です。 

 

●今後の展開について 

学校内での認知度も高まり、校内居場所カフェに多くの子どもが参加してくれて

います。継続的な運営をしていくために、食材や人員等の確保が必要です。運営予算

の提供や寄付募集の告知など行政等の積極的な関わりが求められています。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   NPO 法人太陽の家 

   電話番号：0594-87-5169 

   メールアドレス：info@taiyounoie2015.com 
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事例８ ボランティア活動の拡大に向けた「支え合い応援企業」との連携 

 

●主な事業主体、連携主体 

いなべ市、いなべ市社会福祉協議会 

●現状、課題 

 個人や企業がそれぞれでボランティア活動をしていても、できることに限界があ

ったり、企業だけでは地域に働きかけることが難しかったりする現状を鑑み、ボラ

ンティア活動を推進させたい。 

●取組概要 

第 1 層協議体（*1）にいなべ市支え合い応援企業（*2）の方が参加していただくこ

とで地域との関係を深め、意見交換で出された地域課題の解決のために、企業の

力を「地域貢献」に寄与していただくことで、ボランティア活動の支援を進めます。 

 

（*1）第 1 層協議体…地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実および強

化のため、多様な関係主体間の定期的な情報共有、連携および協働

による資源開発を推進する市内全域による協議体。 

(*2)支え合い応援企業…地域を思う取組（地域貢献活動）をしている企業を広くい

なべ市の住民に紹介することで、地元企業を知ってもらうだけでな

く、さまざまな関係機関や活動者が連携や協働できるネットワーク

づくりのきっかけにすることを目的とした登録制度。 

●取組におけるポイント 

個人や企業の取組が住民の安心やつながりになっていくことを目的として、年

に１～２回ほど第１層協議体と企業との意見交換会を実施しています。 

意見交換会では、互いの思いや取組を共有することで課題に気づき、互いの活

動に生かしたり、一緒にできることを探したりと、「まずはやってみる」ことで支え

合いの網目を細かく張り巡らせ、活動を生み出していけるように心がけています。 

一例として、『地域貢献』というものを一番に掲げると、企業の方は『そんな大そ

れたことを・・・』と言われます。『たとえば、会社の決まりで「１」のつく日は街頭に立

つということも地域の人にとっては見守りの一つと感じています。認知症サポータ

ー養成講座を受講していただいたり、配達途中でちょっと気になる人がいたとき

に連絡を入れていただいたりとか、そういうことで十分です』とお伝えすると、『そ

れくらいなら・・・』と賛同いただけたりします。 

そのように、意見交換会を重ねるにつれて企業同士の顔が見える関係ができた

ことで、企業間で会社見学をするなど、こちらが意図していなかった企業間の連携

も生まれました。また、住民がどんなことに困っているのかなどを知ることで、企

業としてできる取組があることに気付いたり、複数の企業で取り組むことで課題

解決につながる可能性も生まれています。 
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第１層協議体と企業の意見交換 

・企業参加者 

製造業、食料品スーパー 

マーケット他 

・協議体 

住民主体の活動の会 

ボランティア連絡協議会 

地域包括支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業との連携により実施した主な取組 

・「認知症サポーター養成講座」を受講した社員の見守り活動 

・フードパントリーにおける定期的な食料品等の寄付 

・地域食堂開催に向けた支援（食材や器・パック等の物品寄付） 

・店舗内一室を解放、住民による集いの場の開催 

・ボランティア連絡協議会主催による清掃活動への参加 

・住民主体の活動の会と店舗との協働による買い物支援 

・保育園児の遊具購入（社員がベルマーク収集、地域住民が点数カウント） 等 

 

●今後の展開について 

 ボランティアをする人や企業の負担が増えてしまうことで、ボランティア活動が

滞ることがないよう、無理なくお互いが協力し合える関係性を醸成できるような

サポートが必要だと感じています。 

 今後は、ボランティアポイントを導入し、近所付き合いの中で当たり前のように行

われている「見えないボランティア」を可視化することで、ボランティア意識の醸成

と住民同士の支え合いがより身近なものになるような仕組みを検討中です。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   いなべ市福祉部長寿福祉課 

   電話番号：0594-86-7819  メールアドレス：tyouju@city.inabe.mie.jp 

 

 

・協議内容 

☞地域課題の共有 

☞企業参加者や協議体の思

いや取組を共有 

☞連携可能性の協議 

 

 

・大事な視点 

☞まずはやってみる 

☞細かく活動を張り巡 

らせる。 

 

 

意見交換 
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事例９ 地域と一緒に子どもを支える「フードドライブ（食品寄付集め）」の取組 

 

●主な事業主体、連携主体 

事業主体：NPO 法人 太陽の家 

連携主体：桑名市社会福祉協議会、桑員地区労働者福祉協議会 

 

●現状、課題 

フードドライブとは、家庭で余っている食品を集めて、食品を必要としている支援

団体等に寄付する活動のことです。地域の力を活用し、子どもたちに安定した食の支

援を届けることを目的として実施しています。 

近年、子どもの貧困や食の不安定さが社会課題として取り上げられる中、私たち

も子どもの居場所や食品配布などを実施して支援しています。しかし、安定して食品

提供を継続するために、食品の確保が課題となっていました。 

一方で、地域には子どもを応援したいと考える人や企業が多くいます。また、食べ

られるのに廃棄されてしまう食品も多く存在しています。それらを支援を必要とする

家庭や子ども達に届ける事ができないか、と考えました。地域の家庭や企業と連携し

て「もったいない」を「ありがとう」に変える仕組みです。 

 

●取組概要 

会社や店舗等に食品寄付ボックスを設置してもらい、立ち寄った人が気軽に食品

を寄付できる取組です。 

そうして集まった食品を支援団体に寄贈し、支援団体が子どもの居場所や食品配

布会にて子どもたちに提供します。 
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●取組におけるポイント 

 

・「寄付しやすい環境づくり」 

何かしたいが何をしたらよいのかわからない、ボランティアに行く時間は取れない、

という方が関われる接点となりました。会社や店舗等身近な場所に寄付ボックスを

置いてもらう事で多くの人の目に触れ、気軽に子ども支援に関わってもらう事がで

きました。 

 

・「食品の管理の徹底」 

子どもの口に入るものなので、賞味期限の確認や破損が無いかなどの確認を行な

っています。 

また、提供可能食品や残存賞味期限等を例示することでミスマッチが無いように

工夫しました。 

 

・「寄付品の偏り」 

寄付品が偏ったり子ども向けには使いにくい食品もあるため、活用しやすい食品

や今不足している食品等を例示するなどで、必要なものが集まりやすいよう工夫し

ました。 

 

・「関係者の負担軽減」 

実施頻度やボックス回収の頻度等を工夫し、関係者に負担が少なく継続できるよ

う工夫しました。 

 

・「居場所や配布会に来られない家庭にも届くように」 

個別配達や、社会福祉協議会様の協力を得て、支所等での食品のお渡しも実施し

ています。 

 

●今後の展開について 

まだまだ知られていない取組のため、広く知ってもらえるよう認知度向上に取り

組みます。 

また、さらに協力者も増やしていき、安定して食品を供給し続けられるようにして

いきます。 

今後も地域と協力しながら、持続可能な支援の形を追求していきます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   NPO 法人 太陽の家 

   電話番号：0594-87-5169 

   メールアドレス：info@taiyounoie2015.com 
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事例１０ 「ふれあいサロンみちくさ」における居場所づくり・社会参加支援 

 

●主な事業主体、連携主体 

桑名ボランティア連絡協議会、桑名市障害者団体連絡協議会、桑名市社会福祉協議会 

 

●現状、課題 

地域社会には、さまざまな理由で生きづらさを抱えている方がいます。そうした中

で社会とのつながりが切れてしまうと精神的な不安や焦りが生じてしまい、社会復

帰するまでの大きなハードルとなります。社会復帰する前段階として、まずは社会参

加という形で気兼ねなく行くことのできる居場所は不安や焦りをやわらげ、復帰に

向けた歩みを踏み出すきっかけとなり得ます。 

桑名市でもその緩やかな居場所づくりのため、ボランティア団体と当事者団体、社

会福祉協議会が協働して取組を始めることになりました。 

 

●取組概要 

世代や障がいの有無を問わず誰もが参加出来、穏やかな時間の流れの中で人や社

会とのつながりを再構築できる場所として、桑名ボランティア連絡協議会と桑名市

障害者団体連絡協議会、桑名市社会福祉協議会が協働して令和 3（２０２１）年 2 月に

「ふれあいサロンみちくさ」をオープンしました。 

このサロンは、毎日多くの方々が訪れる桑名市総合福祉会館で開催しています。毎

回たくさんの参加者で賑わい、コーヒーを提供したりミニコンサート等を開催したり

しています。そして、社会参加の一環としてまずはサロンに来ることから始め、慣れて

きたらコーヒーを淹れることにチャレンジし、実際に席まで運ぶことに取り組んでい

る方もいます。ボランティアとして運営を支えている方々も温かく見守って下さり、

緩やかな居場所として定着しています。 

 

※【ふれあいサロンみちくさ】の名前の由来 

  「みちくさ」をする感じで気兼ねなく寄ってもらえる居場所をイメージしました。 

 

【開 催 日】最終金曜日/毎月 10 時～14 時 

【開催場所】桑名市総合福祉会館 １階ロビー（桑名市常盤町 51 番地） 
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●取組におけるポイント 

◇サロンでのドリンク提供の際、お心遣いを「こころ箱」に入れてもらう仕組みと

しており、運営などの資金としています。 

◇ミニコンサート等のイベントはボランティア連絡協議会のつながりを活かし、

協力をお願いしています。 

◇サロン開催日は障害者団体連絡協議会の協力のもと、福祉事業所で作ったクッ

キーやカップケーキを併設して販売しています。 

◇サロンのお手伝いをしていただいた方には、「こころ箱」の一部から交通費を支

給しています。 

 

●居場所への参加を通じた社会参加 

「ふれあいサロンみちくさ」に参加しているＡさんは、桑名市福祉支援室担当者（ひ

きこもり相談窓口担当）と桑名市社協地域福祉課担当者（参加支援事業担当）と面談

を重ねてきました。初めＡさんはコミュニケーションが難しく、時間をかけて信頼関係

を築きました。時にはトーンダウンしてしまい、何か月も会えない場合もありましたが、

焦らず本人のペースに合わせて面談を続けていきました。 

ある時に社会参加の話をしていた際、前向きな気持ちと言葉があったので、本人

の希望を聞きつつまずは一人でできる作業として清掃作業の提案をしました。後日、

職員と一緒に清掃活動に励み、それがきっかけとなってＡさんの活動範囲は大きく

広がりました。他にもイベントのお手伝いや倉庫の荷物整理、商品の陳列などの取組

を経て、自信をつけたようでした。そして次のステップとして、他者との関わりがある

「ふれあいサロンみちくさ」への参加を自ら決めました。 

しかし、急に他者と関わることへの不安はあったようで、まずはサロンで担当職員

と一緒にコーヒーを飲みながら場になじむことからスタートしました。何回か参加を

重ねて慣れてきたところで、初めての接客に挑戦！最初は緊張気味でしたが、サロン

のボランティアスタッフから「助かったわ、これからも続けて来てよ！」と声をかけら

れることでＡさんの表情も和らいでいきました。また、幅広い年代の参加者から「あ

りがとう」の言葉を頂くことで、褒められ、認められ、頼りにされ、それがＡさんの「自

信」や「やりがい」につながっているように感じます。 

また、サロンのお手伝いをすることで交通費が支給されるため、参加する意識の

向上につながっているようです。このＡさんの取組がよい循環を生み、他にも社会参

加の一環としてサロンのお手伝いをしてくれる方が参加をしています。 

 

●今後の展開について 

 十人十色というように個性や考え方が異なることと同じように「居場所」も多様な

形や方法があってよいのではないでしょうか。何にも縛られない緩やかな居場所は、

生きづらさや働きづらさを抱えた方にとって心安らぐ場所であり、次のステップとな

る社会参加への一歩となります。多様性を理解し、誰にとっても居心地のよい居場所
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をめざして今後も運営を続けていきます。そのためには、地域住民の皆さんの理解

は不可欠です。地域共生社会の実現に向け、さまざまな主体が手を取り合って地域

福祉が推進されることを願ってやみません。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 

   電話番号：０５９４－２２－８218 

   メールアドレス：soumu@kuwana-shakyo.com 
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事例１1 「いがぐりプロジェクト」における就労支援、居場所づくり 

 

●主な事業主体、連携主体 

平成 25(2013)年、伊賀市社会福祉協議会

に、障がい者雇用を行っている和菓子屋の社長

から、「『いがぐり』をブランド化できないか、そし

て、栗を加工する場であり、障がい者が働くこと

のできる場ができないか」と相談がありました。Ｊ

Ａをとおして栗農家に集まってもらい座談会を開

催したところ、「ぜひブランド化を進めてほしい」

という声が多く寄せられました。 

平成 26(2014)年、障がい者就労支援機関や

行政（福祉部門だけでなく、商工や農業部門の部

署からも参画）、和菓子組合、商工会議所、ＪＡ、農

家、ＮＰＯ等、さまざまな関係機関が一堂に会し会

議が始まりました。 

 平成 27（２０１５）年、伊賀市社会福祉協議会と

して助成を活用し、「いがぐり工房」がオープン。

栗の仕事は秋のみであったため、かたやきの製造

からスタートし、どら焼きやカステラ等、さまざま

な和菓子の製造を行っていきました。 

 平成 28（２０１６）年、赤い羽根共同募金の助成

金を活用し、栗の苗木の植樹がスタート３年間で

約 3，000 本を植樹したほか、いがぐり工房には栗をペースト状にする加工機と鬼

皮むき機を導入しました。これにより市内の和菓子屋や飲食店へ加工した栗を提供

できる体制が整いました。 

伊賀市社協として側面支援に徹するべく、平成 29（２０１７）年から、いがぐり工房

の運営をＮＰＯ法人えんに移行しました。 

 

●現状、課題 

当時、伊賀では、生活困窮者や障がい者、若者たちの自立を支援する機関がそれ

ぞれの方法で支援を行っていました。しかし、相談支援機関のサポートを受けて企業

に就職したものの、適応できず退職してしまうケースが多く見受けられました。そこ

で必要とされたのが、企業へ就職する前の準備期間として、試験的に働いてみるこ

とのできる場所でした。また、支援者が本人の特性を把握し、それぞれに応じた支援

方針を決定できるような環境も求められていました。このように一般就労へ移行す

る前の「中間的就労」の場の整備が急務とされていました。 

 

 

【いがぐり工房の様子】 
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●取組概要 

関係機関が集まった会議の中で、農業（１次産業）、工業（２次産業）、商業（３次産業）

が連携してプロジェクトを進めることが決定しました。これにより１×２×３の組み合

わせで「６次産業」と位置づけ、さらにそこから生み出される「いがぐり」のブランド化、

中間的就労の場の整備、産業活性化といった要素を加え、７次産業と独自に命名し、

取組を推進しました。 

 
●取組におけるポイント 

当時、伊賀市社協単独では対応可能な範囲が限られていたため、福祉と全く無縁

だった農業や商業関係の団体にも働きかけました。担当者に電話でアポイントメント

を取り、資料を持参して説明に伺い、会議への参画を依頼するといった地道な活動

を何度も重ねました。 

また、関係機関に話を行う際には、各団体が得られるメリットを明確に整理し、で

きるだけ丁寧に説明するよう努めました。 

 

●今後の展開について 

移行先の NPO 法人えんでは、「いがぐりプロジェクト」をきっかけに、「伊賀の芭蕉

ネギプロジェクト」をその後に発足。ＪＡ・農家・福祉作業所が連携し、30 軒ほどの農

家が生産した白ネギを、全て福祉サイドで出荷調整し、ＪＡが販売をしていきます。商

標登録も完了し、伊賀ブランドとしても認定を受けました。 

このように、いがぐりプロジェクトを契機に地域の他の生産物へも取組が広がり、

地域農業や地域福祉さらには、地域産業の活性化へとつながりました。今後も、これ

らの取組がさらに発展していくことを期待しています。 
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●本事例に関するお問い合わせ先 

   社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会 

   電話番号：0595-２１-５８６６ 

   メールアドレス：info@hanzou.or.jp 
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事例 12 ワークステーションいせ～働きづらさを抱えた人への就労支援～ 

 

●主な事業主体、連携主体 

生活困窮者自立相談支援機関、就労準備支援等事業者 

障がい者計画相談支援事業所、就労継続支援 B 型事業所 等 

 

●現状、課題 

令和３（２０２１）年度に重層的支援体制整備事業を開始、令和４（２０２２）年度に

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業の取組団体として採択さ

れ、複雑・複合化した課題を抱えた人や孤独・孤立による働きづらさを抱えた人へ

の支援を行ってきました。 

支援の中で、障がいの疑いのある人やひきこもり状態にあった人等、制度の狭

間で各種サービスが受けづらい、長時間働くことが難しいという状況がわかったこ

とから、令和４（２０２２）年度に設置した孤独・孤立対策による伊勢市多分野協働プ

ラットフォームにおいて就労支援の検討を重ね、令和６（２０２４）年度に「ワークス

テーションいせ」（市役所における短時間雇用）を開始しました。 

 

●取組概要 

働きづらさを抱えた人を市役所の会計年度任用職員として採用し、個々の状況

に応じた「勤務日数・勤務時間」で、各課から依頼を受けた「専門性を必要としない

業務」を行います。 

支援員として、専門職（保健師・社会福祉士等）を配置し、業務面・精神面の両方

に配慮しつつ、最終的には、さまざまな業務経験を経て一般企業への就労（一般雇

用・障害者雇用・短時間雇用等）をめざしています。 

また、短時間雇用の取組みが市内企業に広がるよう周知・啓発するとともに、業

務の切り出し支援や就労体験の受入支援を併せて行っています。 
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●取組におけるポイント 

（工夫した点） 

障害者雇用率に算定されない障害者手帳を取得していない人や、長時間就労

が困難な人（週１０時間未満の短時間就労）を対象とし、制度の狭間をカバーする

こととしました。   

また、就労継続支援 B 型事業所を利用中で、ステップアップを望む人が「ワー

クステーションいせ」での就労を併用できるよう障がい福祉部局と調整しました。 

（苦労した点） 

    「ワークステーションいせ」に係る交付金等（短時間雇用した会計年度任用職員

の人件費、支援員の人件費、雇用に向けた就労体験の日当、短時間雇用受入企

業に対するインセンティブ経費等）がなく、一般財源で実施するための財政部局

との調整に苦労しました。 

 

●今後の展開について 

（就労継続支援 B 型事業所利用者） 

    相談窓口として福祉総合支援センターが直営実施、雇用に向けた就労支援と

して就労継続支援 B 型事業所（障がい者計画相談支援事業所）で実施します。 

 

（就労継続支援 B 型事業所利用者以外） 

相談窓口として生活困窮者自立相談支援事業、雇用に向けた就労支援として

就労準備支援等事業で実施します。 

 

（財源措置） 

ワークステーションいせに係る経費については、一般財源で実施していますが、

令和７（２０２５）年度からは、内閣府の社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進

交付金（個別支援事業）の活用を検討しています。 

 

（他機関との連携） 

引き続き、孤独・孤立対策による伊勢市多分野協働プラットフォームを中心に、

働きづらさを抱えた人へのさまざまな支援を検討するとともに、重層的支援体

制整備事業や生活困窮者自立相談支援事業等との連携を図ります。（両事業と

もに福祉総合支援センターが所管） 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   伊勢市福祉総合支援センターよりそい 孤独孤立対策係 

   電話番号：0596-21-5715 

   メールアドレス：fukushi-sougou@city.ise.lg.jp 
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事例 13 相談支援と一体となった就労・交流体験、居場所づくりの取組 

●主な事業主体、連携主体 

鳥羽市社会福祉協議会への委託事業として実施（参加支援事業・ひきこもりサポー

ト事業）、市内事業者に対して、就労・交流体験等の受入協力を依頼 

●現状、課題 

鳥羽市では、これまで生活困窮、高齢、障がい、子どもの相談支援機関をそれぞれ

整えてきており、連携型相談支援として「保健福祉センターひだまりの断らない相談

体制」を構築してきました。また、複合的・複雑なケースについては、平成 30（２０１８）

年度に「地域共生ケース会議」を立ち上げ、課題の解きほぐしや、主になって支援す

る機関等の調整を図ってきています。※重層的支援体制整備事業の「支援会議」「重

層的支援会議」の位置づけとし、相談支援包括化推進員が会議をコーディネート 

しかし、地域共生ケース会議を重ねるごとに、既存の制度では適切な支援につなぐ

ことが困難なケースも見受けられるようになり、制度の狭間を埋めていくための支

援が必要になっていたことから、各機関との連携強化の他、相談支援～参加支援を

一体的に支援できる仕組を実践しています。※令和２（２０２０）年度から「重層的支

援体制整備事業」を実施（取組概要参照） 

●取組概要 

①本人や家族からの相談支援 ②ひきこもり等に対する理解を深めるための講演会

等の実施 ③就労・交流体験事業の実施 ④居場所づくり ⑤ひきこもりサポーター活

動（養成講座の実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本市の重層的支援体制整備事業全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市の課題解決力の強化】 【住民が住み続けたいまちづくり】 

相談支援 

・地域包括支援センター 

・暮らし相談支援センターとば 

（自立相談支援機関） 

・総合こども相談ほっぷ 

・障害者相談支援事業所キ・ラ・ラ 

（基幹相談支援センター） 

・ひきこもりサポートさんぽみち 

・成年後見サポートセンターぬくもり 

参加支援 

・居住支援・就労支援 

（市内受入事業所の開拓） 

・さんぽみちカフェ 

（ひだまり・市営住宅） 

・E ルームさんぽみち 

・地域活動支援センター 

・ふれあいいきいきサロン事業 

・まちトーク＆総合相談 

（地域の居場所へのアウトリーチ事業） 

・子育て支援拠点 

・地域介護予防活動支援事業 

本
市
の
事
業 

地域共生ケース会議 地域共生政策会議 

※参考 
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【事業の具体例】 

■就労・交流体験 

 □漁業、観光業、サービス業等、６２件（Ｒ７．１現在）の事業者が受入事業者として登録 

   ※ホテル・旅館（９）、水産・加工（５）、観光（３）、漁業（２）、福祉・介護（１２）、 

卸売り・小売（７）、飲食（７）、ボランティア（５）、NPO（３）、その他（９） 

  ・「生活自立サポート」「社会自立サポート」「就労自立サポート」「一般就労」まで、段

階を追いながらサポートし、当事者からの希望があった場合にマッチングにつな

げる。 

  ・市無料職業紹介所とも連携し、就労に向けたサポートを実施。 

■居場所づくり 

□「さんぽみちカフェ」「さんぽみちガーデン」 

・毎週第４木曜日／市保健福祉センターひだまり内 ※同センター内の畑も活用 

□「裏萩山さんぽみちカフェ」 

・毎月第１火曜日、第３火曜日／市営住宅の一室を活用 ※市住宅部局との連携 

  □「さんぽみち E ルーム」 

   ・毎月第２金曜日／オンライン活用 ※自宅から出にくい方を中心に実施 

  □「喫茶さんぽみち」 

   ・毎月第３金曜日／市保健福祉センターひだまり内ラウンジ 

 

 

 

 

 

 

 

●取組におけるポイント 

・重層的支援体制整備事業を契機として、多機関連携を強化し、相談（入口）支援～参

加（出口）支援までを一体的に実施。 ※ひきこもり支援センター事業と参加支援事

業に同担当が関わる。 

・「ひだまりの断らない相談支援体制」が浸透しつつあるものの、出口支援を希望す

る方と受入事業所とのマッチングについては、まだまだ理解が得られないのが現実

／受入事業者が増えてきているものの、当該事業者の他、関係者間でのネットワー

クの強化が必要。 

・ひきこもりサポーターを養成し、地域の協力者が増えてきているものの、サポータ

ー間での思いもそれぞれであり、支援者側の想いをフラットにしていくことが重要。 

 

 

 

「喫茶さんぽみち」は、居場所に参加している当事者の声から

実現した取組で、個々の特技を活かしながら、コーヒーとお菓

子を提供しています。また、行政が場所を提供し、ひきこもりサ

ポーターが接客等のフォローを行うなど、多くのかたが関わり

ながらの事業となっています。 
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●今後の展開について 

・行政や社会福祉協議会だけでなく、地域での支援者（サポーターや参加支援受入事

業者等）が増えてきていることから、当該支援者間でのネットワークづくりが必要。 

・当事者の想いも強くなってきている反面、現状の居場所等へ出てこられない方も潜

在的にいることから、公的な事業だけではなく、地域にある居場所の在り方につい

ても協議していきます。 

 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   鳥羽市 健康福祉課 

   電話番号：0599-25-1181 

   メールアドレス：seikatsushien@city.toba.lg.jp 

 

社会福祉法人鳥羽市社会福祉協議会 

電話番号：0599-25-1188 

   メールアドレス：sanpomichi@toba-shakyo.or.jp 
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事例 1４ 紀南地域における人材確保・育成 

 

●主な事業主体、連携主体 

  紀南介護保険広域連合、熊野市、御浜町、紀宝町 

  熊野市社会福祉協議会、御浜町社会福祉協議会、紀宝町社会福祉協議会 

 

●現状、課題 

人口減少、少子高齢化が進む中、どの分野においても人材不足は深刻な状況で、

さまざまな会議体において地域課題として「担い手、人材不足」が挙げられている

ものの、大変な状況であるといった課題共有にとどまり、なかなか具体的な対応

ができていない状況にありました。 

 

●取組概要 

 １ さまざまな会議体での共通課題として挙げられることから、３つの市町が事務   

局として構成している「紀南地域生活支援体制整備事業検討協議体」と「紀南地

域在宅医療介護連携推進会議」を共同開催する形をとり、「人材確保」をテーマ

に対応策を検討し、具体的な取組み方針を作成。 

２ 方針確定後は、その方針に基づいた事業を検討することとし、４つの項目に分類              

して具体策を検討、できるだけ広域的で多分野が関わる取組みとして実施。 

３ 項目ごとに分けて具体策（４つに分類）を実施。 

    ・魅力ある環境づくりと定着支援 

      医療、介護、福祉の現場の魅力を発信するためのイベントやコンテスト等を

開催。 

    ・人材育成 

      人材育成を目的とした研修会等を担える組織を新たに創設し、次世代リー

ダーを養成する講座や初任者を対象とした基礎研修等を広域的に実施。 

    ・人材確保 

      小学生から高校生、大学生といった次世代を担う子どもたちが医療や福祉

の現場を体験したり話を聞いたりできる機会を確保するほか、生活援助者

研修等を受けやすい環境を整備するなど。 

    ・制度を維持するための対策 

      現行の制度や仕組みで対応できないものや、現行制度の代替となる仕組み

を検討し、試行的にモデル事業として実施するなどしながら、現状のサービ

ス体制が維持できるような対策を行う。 
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●取組におけるポイント 

◆ 方針を作成する過程について 

   ・医療機関や介護事業所、ボランティアを対象に、人材に関するアンケート調査

を実施。 

   ・アンケート結果をもとに、共同開催とした会議体において、現状の確認や具体

対応策についての意見交換などを行い、具体的な対応策を検討するにあたり

関係分野を分けて整理し、中長期と短期の２つの視点で方針を整理。 

◆ 生活支援体制整備事業や在宅医療介護連携推進事業を活用することで、高齢

者を中心とした事業ではあるが、重層的支援体制整備事業も実施している市

町を含むことから、障がい者や児童といった分野も視野に入れた取組みとしま

した。 

◆ ３市町を中心に、多職種で構成する任意団体や NPO 法人、各職能団体等と協

働する形で事業内容を検討して実施することとしました。 

◆ 魅力発信については、映像や SNS 等を活用して発信するなど、一つの手段だ

けでなく、複数の手段を使うよう心掛けました。 

◆ 県社協の補助金等を利用しながら、県や大学、高校といったところにも協力を

得ながら、大きなイベントを共同開催し、行政や事業所、教育機関、各職能団体

等が一緒になって関わることで、事業所だけの問題ではなく、地域住民も含め

て地域全体の課題であることを発信していきました。 

 

  参考：地域での取組の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今後の展開について 

人材の確保や人材育成といった課題解決については、一つだけの取組みや、何

か事業を実施したからといって解決するものでもなく、基本的な方針を決めて継

続して、さまざまな機関が協力し合いながら取組んでいくことが重要と考えています。 

●本事例に関するお問い合わせ先 

   社会福祉法人御浜町社会福祉協議会 

   電話番号：05979-2-3813 

   メールアドレス：mihama-shakyo@za.ztv.ne.jp 

Instagram

（flat20240501) 

YouTube（@furatto-kinan) 

www.youtube.com/@furatto-kinan 

http://www.youtube.com/@furatto-kinan
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